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○

三
四三
、
六
四
四、
〇
〇
〇

五
四、
六
一
八
、
二
八
六 (

款 歳

五 四 三 二111

11 一
項
市

土

特 市 軽 固
別 た 自 定

地 ば 動 資 民
保 こ 車

産有

税 税 税 税 税 税

項

平
成
元
年
度
滝
川
市
一
般
会
計
決
算
額

決
算

三、
七
七
八、
七二
二

二八
五、
八
一
五、
六〇
三

二〇
、
五二
八、
〇
〇
〇

一、
五
四
四、
三
五
六、
八
八
四

二、
三二
一
、
六
六
〇
、
五〇
三

四、
五二
五、
三
六
八、
五三
六

額

款11

1 八 七 六

自
動
車
重
量
譲
与
税

消
費

譲
与

税

二
款
地

方
譲

与
税

旧
法
に
よ
る
税

水
利

地
益

税
都

市
計

画 項

税

決

二
九
四、
六
一〇
、
五三
八

算

額

(単
位
円
)

一七、六一〇、〇六六、二五三

二、七五九、〇〇〇、〇〇六

一、一五三、〇
一五、九六四

一、九九八、八四一、九二四
二、三五三、三

九九、二〇三

四
六、一七五、一九四

一、九九九、六二〇、六九〇

四二八、八五一、四八一

二、五五二、三
二二、九五四

四
一〇、五四二、四五九

五五九、八三八、七五六

七三、四二〇、二四〇

六
七五、二二三、七七三

五五、四三
〇、五三

八

一、一五〇、七四一、四二二

三、一七四、三
一八、七二一

六六三、三〇一、一六三

二二
二、四四九、二二七

五
八
年
度

一四四、六〇四、〇三八

六
〇
年
度

一、七七七、九二一、五一五

三、二七九、九四一、七二三

六五一、三
三五、三六六

一九、六八九、二四五、五一二

二、九〇一、五三一、六二四

一
款

市

入 計 費
三、八八二、三七〇、一五八

三
二九、四三一、九八二

六〇、七三
九、六七一
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支
一
二
款
道

三 11 1

委 国 国

庫 庫

託 補 負出

付
税 税

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市

村
助
成
交
付
金

六
款
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町

1
自
動
車
取
得
税
交
付
金

五
款
自
動
車
取
得
税
交
付
金

1
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金

四
款
ゴルフ

場
利
用
税
交
付
金

1
利

子
割
交
付
金

三

三
款
利
子
割
交
付
金

地
方
道
路
譲
与
税

七
七
八、
五
四八
、
六
一
五

五、
九
五
一、
五
五
二

七八
三、
八
一二
、
八
二〇

一

一、
一六
四、
八
六
五、
四九
一

一八
款
市

一、
九
五
四、
六二
九、
八
六三

一八
五、
二〇
三
、
一二〇

二
六
一
、
八
〇
八
、
五〇
六

四
四
七
、
〇
一
一、
六二
六

六
五
一、
三三
八、
四
四
三

一
六
五
一、
七
二
三
、
四
四
三

三
八
五、
〇
〇
〇

一七
款

C

O

一二
、
一
二
八、

一二
、
二二
八
、
○
○

○
一
六
款
繰

六、
五
六
四、
〇
三
四、
C

六、
五
六
四、
〇
三
四
、

二、
六
一四、

二、
六
一
四、
C

一三
七、
三八
七、

一三七、
三八
七、

一
四、
八二
三、
(
六
〇

八
四、
三
五
五、
〇
〇
〇

八
四、
三
五
五、
(

八
一、
六
八
四、
〇
〇
〇

歳歳
合

二三
、
一八
六、
三
七
七、
一四二

一、
八七三、

九二三、
四〇〇

一、
八
七三
、
九二
三
、
四〇
〇

七二
七、
一八
九、
二
一三

三
、
九
八
九、
八
二
〇

四、
一三
八、
六
四
一、
八
四
九

六、
一〇
二
、
八
三
三

三
、
五
五
五、
一九
七

四、
八
七
九、
四
七
八
、
九
一二

五三
、
四
二
七、
三三
二

四
九
一
、
三
五
九、
〇
〇
〇

一〇
七、
二二
六、
四
二
四

一〇
七、
二二
六
、
四
二
四

五
四
四、
七
八
六、
三三
二

一〇
、
一九
〇
、
四
二
一

一
一四
、
七
八
二
、
〇
三
四

一
一四、

七
八
二
、
〇
三
四

一三九、
七
二
二
、
四
七
六

一四
九
、
九
一
二、
八
九
七

二二
二
、
〇
七
八

九
〇
、
一七
二
、
二
六三

五
四二、

三
六
八、
七
四
三

一四
五、
七
八
五、
五三
一

入 市 市 雑 受
託
事
業
収
入

貸
付
金
元
利
収
入

預
金

延
滞
金
加
算
金
及
び
過
料

収 越 越 入 附 附

二
產
売

一 四 111

二

1

諸 繰 寄

財 財 道 委 道 道

交 補 負
託

利 助 担
計

債 債 入 入 入 子 入 金 金 金 金 金 金 金 入 入 入 金 金 金 金

基
金

繰
入

金
二 一

他
会
計
繰
入
金

一五
款
繰

一

一四
款
寄

五 四 三 11 1

一
〇
款
使
用
料
及
び
手
数
料

二

担 担

九
款
分
担
金
及
び
負
担
金

1 1

金

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付

八
款
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

1
地

方
交

付
税

付
七
款
地
方

交
町村
助成交

付金

一

金 金 金 金 金 料 料 料 金 金 金

二 一

使

助 担 出

一一
款
国
庫

支 数 用

二
手

負 分

一
四、
八
二
三
、
〇
六
〇

一
三款
財

産産
運

払 用 収 付
収 収

O
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三
九、
六二
七、
七
七
六

三、
六
八
八、
八
四二
、
一八
九

二、
二
九
四、
六
六
四、
五
三
六

二、
二
九
四、
六
六
四、
五
三
六

三
九
五、
二
五
六、
九
九
七

三
八〇
、
五〇
一、
八
〇
〇

六三
、
九〇
九、
〇三
六

五二
二
、
八二
一、
一七
五

七
六、
二三
二
、
二
六
四

一八
二
、
九
八
三
、
七
九三

一
二、
三
六
九、
〇
六
五

九
六、
三三
九、
八
五
八

一、
七二
九、
四
一
三、
九八
八

四
九
二
、
〇
四
〇
、
八
三
三

四
九二
、
〇
四
〇
、
八
三
三

二
七
、
六
四
五、
〇
七
九

一、
〇
九三、

三
〇
二、
五
九
四

四、
四二
四、
八
九
一

一、
四
四
九、
三
四
七、
五
四
五

一二
、
二
四
四、
六
九三

二、
五
八
六、
九
六
四、
八
〇
二

四
一
七、
九
九
七、
九二
四

四
一
七、
九
九
七、
九
二
四

1

一〇
款

教

五 四 三 二 一 1

七
款
商

款

諸

公

保 社 学 高 中 小 幼 教 住 都 河 土

商 商

支

健 会 校 等
学 学 稚

育

管 育 防 宅 計 川 管 工 工
出

育 育 食 校 理 画 理
項

費 金 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費

決

額

(単
位
円
)

第
六
編
財

政
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費

員 査

三
款
民

一
二
款
総

一
款
議

款
歳

林 農

諸

五
款
労

働

二1 六 五 四 三

11 1

農

清 保労 災 国 生 児 社 監

健
働

害 民 活 童 会 査

統
計

選

務

業
六
款

林

徴 総

一
項
議

会

出

税 管 務 会業 業

助 金 護 祉 祉 理
項

決

五、
〇
七
一
、
五三
二

1
一〇二

、
一六
一、
〇
八
三

四
五
一、
七
五
八、
九
九三

四
四
六
、
六
八
七、
四六
一

一二
款

一〇
二
、
一六
一、
〇
八
三

三八
三
、
八
七二
、
一四
四

一、
六二
五、
六
八
一
、
〇
四
九

一、
二
四
一、
八
〇
八、
九
〇
五

九
五二
、
〇
〇
〇

三、
六
六
七、
〇二
七、
三二
八

二、
〇〇
二
、
七
四三
、
六三
四

二
八
六、
七
三
五、
三
一
一

八
六
二、
四
八
二、
一〇
一

五
一
四、
一
一四、

二八
二

1

三、
九
六
一、
七
四
五

九
款
消
消

四、
八
四
六
、
〇
六
五

二
四、
一六
五、
五
一
九

六、
二
四
七、
七
五
八

二二
、
九
二
四、
二
一
四

二、
二一
四、
一
一八、

三
二〇

二、
二
七六
、
二
六三
、
六二
一

一七
六、
〇三
七、
一〇
一

一七
六
、
〇
三
七
、
一〇
一

算
額

1

一
一款

公

八 七 六 五 四 三 二

普
通
財
産
取
得
費

債 債

体 教 給 学
校 校 園

市 木

防防

道
路
・
橋
り
ょ
う
費

八
款
土

木

算
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二 一 五 四 三

11

1

掃 衛

社

生

四
款
衛

生 救 年 保 福 福 生 委 調 挙 本
台
帳

戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費
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八
貸

七
出

六
積 (三)(二)(一)

他
ヨ
そ

の
1
補
助
交
付
金

負
担
金
寄
付
金

五
補
助

費
「
等

四扶
助

三
維
持
修
繕
費

件 件 出
(性
質
別
)費

(A) 分

七四五、二〇八、000

100
000

三九五、九〇六、〇〇〇

三五、四
三、三八八

三八、七四五、一五五
五四一、七一六、五八一

一、一九五、八八五、一二四

〇
〇

二
二

一、五八四、六三九、〇八一
10・一

二四一、三八〇、八三

一、四七三、一九八、八四四

〇
、

、
、

二、四〇三、一八八、三三

比構%成四・七
一、二八〇、九三〇、三二〇

六・九

五八0、000

四六〇、六〇八、000

三六四、四九一、六六六

二九三、九〇一、五〇三
五八六、三九二、八八七

一、二四四、七八六、〇五五

一、八〇二、三天二、六一九
10・六

二八五、九三〇、九二〇

一、七二、二ニ三、〇七三

一五・三
二、六一八、六二三、一六九

五
七
年
度

一、四五六、九二七、四五〇

一三、九五六、五二〇

二五四、四五九、000

五二九、八七八、四九三
二五三、一三、九〇三
五九三、三七九、九五三

三・四

七・三
一、三七六、三八一、三四七

七・八

一、七七九、一六七、九四四
10・一

二七八、八四三、四三八

一、七〇七、二
、三三

一五・三
二、九五三、七四九、八一五

五
九
年
度

八・三
二、五〇三、五八三、100

0・1 一・四

三・〇

一・四
二八三、五八九、四三〇
五七五、二五六、五九九

一、四四〇、四六七、八四三

一、八二八、一五六、二七五

二八五、二〇三、九九六

一、六七九、一四八、六七九

一六・八
三、〇九六、五七八、八七二

六
一
年
度

二三・七
三、三三〇、四〇八、000

二七六、三八六、〇四三

六〇四、〇六0、000

六二七、五九六、六四五
三
二、六三、五

六
六二、四

九、元
三

七・三
一、五八一、六五九、五六四

七・七

一、八九〇、三
八、六八八

二五三、〇二四、二一四

一、八〇六、四二〇、七八二

一五・七
三、三
七、四八〇、六九七

六
三
年
度

一六・二
四、〇〇三、〇六八、六三五

三三三、〇三一、000

一、八八三、五四八、000

七〇五、二九一、一六六
三四八、九三九、一八四
六五、二三五、七八五

一、七二三、四五六、一三五

一、八四七、九二八、七三

三
七、一九三、10一

二、〇〇三、〇八六、一四四

三、五四七、四二三、〇三三

平
成
元
年
度

一七・四

一.0

八・二

三・一

一・五

二・九

七・五

八・〇 一・
四

八・七

一五・四

歳
入
歳
出
差
引
残
額

二
一
四、

一六
五、
八
九
九
円
翌
年
度
へ
繰
越

一四
款
職

二
土
木
施
設
災
害
復
旧
費

農
林
施
設
災
害
復
旧
費

諸

一三
款
災

害
復

旧
費

二

費 費 費 費 費

三、
三
七
九、
九
四
〇、
三
八
一

九、
一三
九、
二
四
八

七
四、
二
七
八、
一六
七

八
八、
四
一
七、
四
一
五

三、
六
四
九、
二
一
四、
四
一
三

歳 一
五
款
予

1

出 予 職

合 備 1備 員

計
費 費 費一・四

一・七

三・〇 一・四

二・九

九・三 一・五

八・五
八・七

一六・ 比構%成一・三 二・九

三・〇

一・七
三・〇

九・一

一・三

二
物

1
人 人 区

歳

付 資 立
金 金金 金

0.0

二・五

二・一

二・〇

三・五

七・六 一・五

九・三
10.0 比構%成セ
ニ0.0

二・一

一・七

三・五

一・七
一・六

九・七

比構%成

二七一、三
五、〇七四

三元、九二六、〇〇〇

五八一、六三、八一四

二二
、
九
七
二
、
二
一
一、
二
四三

三、
三
七
九、
九
四〇
、
三
八
一

(単
位
円
)

比
%。

構
成

一一

比構%成

1

員費費

五
五
年
度
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一1
区

1

(三)(二)(一) 普

衛 民 総

般

市
債
各
年
度
末
現
在
高

分
生 生 務 債 計

二
、三
一

三五三、八四
二三五、七三七

五
四
年
度

八、五三〇
三五一、一七〇
二四六、六五一

五
五
年
度

八、六七九
五三三、七四四

三〇〇 、三 〇六
二八ミ、
二八

五
七
年
度

三
、四
四

六六三、九六六
一六三、六九八

五
八
年
度

三
一、八四三

七九三、五六四

二四〇、四八四

七五六、七六四
三
四、八六人

六
〇
年
度

六
一
年
度

六
二
年
度
六
三
年
度 (単
位
千
円)

人
件 件

三
、

、
費

(A+B)

計

(1)失
業
対
策
費

()

災
害
復
旧
費

「
普
通
建
設
事
業

う
ち
事
業
費
支
弁人
件費

一
一
建
設
事
業
費

(一)
一時
借
入
金
利
子

(
元
利
償
還
金

一〇
公

九
繰

出

債

第
六
編
財

政

二、五〇三、二〇〇、九五八

一八、九三五、七〇六
七三、四〇二、三三

六、〇七三、三毛も、七三三
九九、九三

、六三六

、
、

四
三

、
二

六、一六五、五七五、七六〇
三九・二

七四、〇三一、〇〇五

九〇三、五四三、二〇三

九七七、五六三、二〇八

五八九、七七五、000

一五・九

0.1 0・五
三
・五
五、三五二、〇三九、三

六

二三、七二四、二七六

五、六八つ、八八一、四四三

ハニ、五二三、九四八
一、四二九、七〇三、五五九

一、五〇二、三二七、五〇七

五七八、空三三、九二四

一六・〇
三、〇七五、七八七、九五五

0.1

一・八

三・四 0・七

三、六八、三
天

六、七三元、六七一
四、八三〇、〇八四、三二二
二三三、〇三八、一四〇

三
・三
四、九〇四、四五三、二二八

七六、九五三、五九六

一、九二〇、六九五、六四四

一、九九七、六四九、二四〇

八八七、二五〇、一五八

一七・五
三、三
三、七八一、三六〇

0.1 0・四
二五三、二四四、七四五
三、〇八一、二三、二三〇
三六、二〇三、四�

二七・九
三、三五一、二三七、四五四

八六、五〇九、六七四
三、八二五、八〇八、〇八四

二
・三
三、九二

、三一七、七五八

九九一、四二一、四六一

一六・四
三、四四二、六五二、六〇一

0・一

一・三

一五・六

〇 ・六

一七・�

0・五
八三、五三八、九五九

一九・四
二、〇八七、八三

、六〇三
10・一

三、二七〇、三七二、五六一

一、二六五、四五七、二〇三

一六・七
三、六六一、〇六四、七七一

1 0・七

一九・六

〇・六

二〇・三
三、九三五、八三六、七四四

一一六、四九六、九五九

二、一七六、五〇五、八七六

二、二九三、〇〇三、八三五

一、三
四、六四六、八九四

一五・九

100.0 - 0・四

一六・や

〇・五

一七・一

0・五
九・五

10.0

五・三

八・三

、
二

、
八・八

三・四

五、七四五
五七七、七六五

八、七八七、二八四一〇、四六八、四五二二二、三四三、○一七一一四、一七一、七六○
一五、七六〇、一四五一七、一二〇、九〇六一八、〇五八、〇五五一八、一九七、九三三一八、六九八、三四一一六、八九六、〇五四

八、九四六、三六三二〇、六〇八、九九九一三、四九四、四〇九|一四、三三七、〇九〇一五、九〇四、四三七一七、二三
、五八四一八、一四〇、二八二二八、二九二、三四四一八、七八〇、五四三一六、九八〇、一八七

一七、六八四、六〇円

五九
年
度

六五四、六七六
一、○一七、四八二

一、三五、二〇四
一、六五四、二六五

二
、

七三
、
六八〇

一八七、五二九
一六三、三八三

一元九、三
八

一、七三
、モ
三

一、〇八八、五一六

二〇四、三五七

一七、六一四、六五八

平
成
元
年
度

※
失
業
対
策
費
は
六
一
年
度
で
終
熄

‒
‒

一天、言
も、五天

四、〇六五、二四五、五九や

一一五、一七一、九〇円

四、二〇三、五八三、二三三

〇・ 四

10・五

六・一

八三、四二七、四一五

三、八四三、四一九、三二九
二三、六四一、七三八‒

‒

二
〇

三
一五、七七二、四二〇、一七三

二〇〇・〇一七、〇六六、七五五、九ニル
100・○一七、六二〇、〇六六、二五三

二〇〇・〇一九、六八九、二四五、五二三

一五、六三五、六三三

三三、三〇六、五七五

〇・六

0・五
五・七

六・三 三・七

二、七三二、三四七、四四五

0・五

0・四
二

〇 一〇・九

一九・九 丹•�

六八〇、五五三
一、〇五三、五一六

通

会
金費

(B)

歳
出

合
100・〇二〇、六九八、〇三九、七七四

一〇〇・〇三
、九七二、三二、二四三

一七、七五〇、五七九

0・4

五・〇

五
六
年
度
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第
一章

一般
会
計の
変
遷

合

水
道
事
業
会
計

江
部
乙
国
保
病
院
事
業
会
計

市
立
病
院
事
業
会
計

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

公
営
住
宅
事
業
特
別
会
計

下
水
道
事
業
特
別
会
計

三
財

政

(三)(二)(一) ()(九)(八)(七)(六)(五)(四)
そ 土 農 教 消 住 土 商 農 労

対 対

の

策
費
費 他 木 林 費 育 防 宅 木 工 林 働

〇三
、
五二
、九
三八

四、
七七
、
六三二

三、
六四
四、
四三

九六
八、
三八
六、

三三
八六、

〇〇
四、
〇三

三
五、
六二
六、
七二

三四
〇、
三四

、四
二四

〇七
、〇
九二
、〇
三〇

八二
、五
四
、七

七七
五、
九七

、四

、
、〇

三
、

〇
六

〇
、

一、二三九、二五九

二七一、六七三

六九七、五四九

三、〇三四、七三三
三、九二〇、

一五七

八六、七二〇

六、九四〇
六四、一八四
一、二三五

七二、三五九

、
、 八、五二七

一、九〇四、四四〇

、
六二、二〇九

四四六、九一三

二、五四〇

一、五二
、三
○

二六二、二五七

七六三、五〇七

八0,000

四、八九一、八二ー

六一、九六〇

四、〇八八
八四、四一七
九二七

八九、四三二

三、四九八、二四八
三、〇二六、三

三
三、五兴八、三大四

三、八三八、八三九
九、五〇〇

二、〇九五、八九四

六一、四六五

六二七、二七四

八
、三
〇

一、七四五、九四八

二六二、一六三

八一六、三六三

八〇、000
八0,000

五、九六一、四八八
七、〇九八、〇四三

芸毛、二00

六七五

二四、八二〇

四七四

九五、五四三

八四二

九六、八五八

四、一五〇、四三八
、

四、七三〇、七一九

、
九

〇六、二三八
三、〇九三、五八六

二、九五二、五〇〇
七、二八一、三八
三三三、八三五

九二、二二〇

九二五、〇三〇

六四、三二〇五七

八、九七五
一、一六九

八ニ、二〇一

四、六四二、二七四
四六、九〇〇

三
、五〇〇

八、五四七、七二七

六八、五八〇

七六二、〇九二

五六、二八〇

四
、七二
、八二一

四、一〇一、二二二

二、三〇二、三九八

二、七六九、10一

八、一七三、五三八
九、三六九、八七四二〇、七六五、二三二二二、二七二、四九三一三、四八七、〇二三

一四、八五四、六〇六

四四
八
、三三
一、五六八

八四、一三三

四、五七四、八六六
四、六八六、九一九

三
、100 1

九、〇九七、七七ニ
五五、八八〇
六六九、三七一
四八、二四〇三

六八、五三一
一、三
四

六九、九四六

二三、三一七

九九〇

一一五、七五〇

六、九三三
二、三〇、二〇二

二、五八〇、四三三

三二三、五六五
一八二、七四三
一、〇八一、三七四
八一、二六〇

一〇五、四六七

九五〇

一〇七、〇九二

四、〇四三、五二四
六三、三四三

二、八九三、三〇八
三、一四五、五五〇

、
、

六、八九六、九五○
三

七、三二三、二三八
一六五、二九七 二

一、
一六六、七〇六) 一、一九四、五七二
八〇、七〇〇

二、三六一、六二八
二、六一五、九九〇

三、〇三
、五三◯

一、七六一、〇二三
二、四
三、五
三
二、七〇〇、五三八

二、七四〇、七二三
二、七七ニ、七六六

二、六八七、八五三二、四八八、六五六

七七、三三三
七四、四六三

七一、三七三

二七九
八二、二
三

八二、三
六

七一四

九三、〇六三
一、二七九

九四、四二二

四、七二五、八二七

五五、三七二

三、八〇六、八七四

七、九一九、六八五
一四七、四四二
一、一九六、三三四

一、〇六一、二三一
八〇、四00

七二、
六〇六九

四九、五八〇

二、四四三

七四、三四〇

五、五一七

五九、九四三
七四八

六六、二〇八

八、三九六

三、二六三、七二八
三、九五九、三七三

四、六八三、四一九
五、五三四、五七三

六、三五八、三六二

一七四、〇五五

七五五、六三三
八
、八二〇

二、〇〇三、四四三
二、二
三、二〇九

二、三
九、五六〇

三、五三
、一六三

二、七七四、二二三

計
口

復

◆

二
災

害
復
旧 旧
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合 水
道
事
業
会
計

病
院
事
業
会
計

公
営
住
宅
事
業
特
別
会
計

の

下
水
道
事
業
特
別
会
計

(三)
土そ
(二)

(一)5
農

二
災
害
復
旧
費

育 防 木 工 林 働 生 生 務 債 計

平
成
元
年
度
市
債
の
現
況

政

起

四、
二
四三
、
二三
三
、
四
〇
〇

六
五
四、
〇
〇
〇
、

一
八、
九〇
〇
、
○
C

一
三
六
、
四
〇
〇
、
C

一、
五
六
〇
、
〇
一
〇
、

三
六
四、
七
〇
〇
、
○
C

一、
一五
九、
五
二
三
、
四
○
○

六、
〇

六
六、
〇
〇
〇

一
一〇
、
三
〇
〇
、

七
七
、
四
〇
〇
、
C

一、
八
七三
、
九
二
三
、
四
〇
〇

一、
八
七三
、
九二
三
、
四〇
〇

額

元

利

四、
一六三、

二
七
五、
五
二
三

二六
二
、
四〇
〇
、
三
二
四

三
七
二
、
五
六
五
、
四〇
九

三三
一、
四
〇
四、
七
三
一

一、
〇二
〇
、
三
九
九、
〇
九
三

一
六、
七二
四

一八
、
六
四
五、
六三
八

二
五
九、
五
九
六

一八
、
九二
一
、
九
五
八

五
四
四、
〇
七
二
、
九
〇
四

一〇
、
一四
八、
四
五〇

一、
一〇
六
、
三
四
六、
四
五
五

二
三
、
六
四
七、
八
九
七

二〇
八、
七
八
三
、
八
六
一

一二
、
〇
五
五、
九
八
〇

一一
九、
八
七
八、
四
七
一

九
八、
九〇
八、
三二
二

三三
、
七
四
一、
五
七
八

二、
一五
七、
五八
三
、
九
一
八

二、
一七
六、
五〇
五、
八
七
六

償
還

額

未

四
一、
七
一
一、
八
二
一、
〇
六
七

四、
一〇
一
、
一一
二、
三
一〇

二、
三〇
二
、
三
九
八、
〇
六
八

二、
七
六
九、
一〇
一、
二〇
七

一四、
八
五
四、
六〇
五、
六
四
一

三〇
、
六
〇
五

六八
、
五三
一、
三
六
〇

一、
三
八
四、
三
五二

六
九、
九
四
六
、
三
一
七

四、
六
八
六、
九
一
八
、
九
二
五

三二
、
一〇
〇
、
〇
〇
〇

九、
〇
九
七、
七
七
二
、
四
〇
六

五
五、
八
八
〇
、
○
C

六
六
九、
三
七
〇
、
六
九
四

四
八
、
二
四
〇
、
○
○
○

一、
七三
一
、
五
〇
二
、
七
九
九

一、
〇八
八、
五
一
六、
〇
八
七

二〇
四、
三
五
六、
六
一
三

一七、
六
一
四、
六
五
七、
五
二
四

一七、
六
八
四、
六〇
三
、
八
四
一

償

還

(単
位
円
)

第
六
編
財計

他 木 林

五

(h)(八)(七)(六)(五)(四)(三)(二)(一)
教 消 土 商 農 労 衛 民 総

耳

一
普

通

1
般 般

会

分

債

○
○
○

、
〇
〇
〇

九
〇
、
C

○
C

O 0C

区

額
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第
二
章
税
の
変
遷

第
一
節
は下
巻
に
登載

第
二
節
税
制
の
推
移

市
史
上
巻
六
六三
ペ
ー
ジ
から
六
八
一ペ
ー
ジ
に
か
け
て
、
大
正
十
五
年
以

降
昭
和
五
十
三
年
ま
で
の
税
制
改正
の
概
要
が
載
せら
れ
て
い
る
の
で、
本
節

で
は
昭
和
五
十
四
年
から
平
成
元
年
ま
で
の
改
正
の
概
要
を
掲
載
す
る
。

昭
和
五
十
四
年
の
税
制
改
正

一
個
人
の
道
市
民
税
の
均
等
割
非
課
税
基
準
を
拡
大
し
、
一人
当
り
一
六
万
円
に
改
め、

基
礎
控
除
額
を二
一
万
円
に、
配
偶
者
控
除二
一万
円、
扶
養
控
除
は
一
般
扶
養
二
〇
万

円
、
配
偶
者
の
い
な
い
世
帯
の
一
人
目
の
扶
養
を
二
一
万
円
、
老
人
扶
養
二
一
万
円
に引

上
げ
る
こ
と
。

障
害
者
等
控
除
一
九
万
円、
特
別
障
害
者
控
除
は
二
一
万
円
に
引
上
げ
る
こ
と
と
す

る。
二
固
定
資
産
税
に
つ
いて
は、
宅
地
等
の
評
価
替
え
に
伴
な
い
昭
和
五
四
年
か
ら
昭
和
五

六
年
度
ま
で、
昭
和
五
一
年
度
と
同
様
の
負
担
調
整
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た、

一般
農
地
の
評
価
替
え
に
伴
な
い、
昭
和
五
四
年
度
か
ら
五
六
年
度
ま
で、
新
た
な
負
担
調
整

措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
。

な
お、
上
昇
率
一
・
一五
倍
以
下
のも
の
に
つ
いて
は
新
た
な
負
担
調
整
率
が
設
け
ら

れ
た。

三
軽
自
動
車
税
は
標
準
税
率
を
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
。

1
原
動
機
付
自
転
車
で
五
〇
C
C
以
下
は
年
額
七
〇
〇
円
、
五〇
C
C
超
九
〇
C
C
以

下
、
年
額
一、
一〇
〇
円
、
九
〇
C
C
超
年
額
一、
四
五
〇
円

(1)
軽
自
動
車
及び
小
型
特
殊
自
動
車
で
二
輪
のも
の
(側
車
付
の
も
の
も
含
む
)
年
額

二、
二
〇
〇
円
、
三
輪
の
も
の
年
額
二
、
八
五
〇
円
に引
き
上
げ
る
。
四
輪
以
上
の
も

の第
二
章
税
の
変
遷

乗
用

営
業
用
は
据
置
き、
自
家
用
年
額
六、
五
〇
〇
円

貨
物
用
営
業
用
は
据
置
き、
自
家
用
年
額
三
、
六
五
〇
円

(耳)
二
輪
の
小
型
自
動
車
年
額
三
、
六
五〇
円

電
気
自
動
車
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
適
用
期
間
を
昭
和
五
五
年
度
ま
で
延
長
す
る
。

四
電
気
税
・
ガ
ス
税

ガ
ス
税
の
免
税
点
を
六
月
以
降
七、
〇
〇
〇
円
に
引
き
上
げ
る
。

五
都
市
計
画
税
は、
固
定
資
産
税
同
様
昭
和
五
四
年
度
か
ら
五
六
年
度
ま
で
負
担
調
整
措

置
が
講
ぜ
ら
れ
た
。

昭
和
五
十
五
年
の
税
制
改
正

一
個人
の
道市
民
税の
均
等
割非
課
税
基準
を
拡大
し、
一人
当
り二
二
万円
に
改
め、

基
礎
控
除
額
を
二
二
万
円、
配
偶
者
控
除二
二
万
円、
扶
養
控
除
は
一
般
扶
養
二
二
万

円、
老
人
扶
養
二
三
万
円、
同
居
老
親
扶
養二
六
万
円、
障
害
者
等
控
除二
一
万
円、
特

別
障害
者
控
除
は二三

万
円
に引
上
げる
こ
と
。

所
得
割
税
率
を
改
正
し
た
こ
と
。

個
人
均
等
割
の
税
率
を
引
上
げ
一
、
五〇
〇
円
と
す
る
。

二
電
気
税
・
ガ
ス
税
に
つ
い
て
は、
電
気
税
の
免
税
点
を
五
月
以
降
三
、
六
〇
〇
円
と

し
、
ガ
ス
税
の
免
税
点
を
六
月
以
降
一
万
円
に
引
上
げ
る
。

三
事
業
所
税
の
税
率

新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
は、
新
増
設
事
業
所
床
面
積
一
平
方
メー
ト
ル
に
つ
き
六、

〇
〇
〇
円
と
す
る
。

事
業
に
係
る
事
業
所
税
は、
資
産
割
で
事
業
所
床
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
五〇

〇
円
、
従
業
者
割
で
従
業
者
給
与
総
額
の
一〇
〇
分
の〇
・
二
五
と
す
る
。

昭
和
五
十
六
年
の
税
制
改
正

一
個
人
の
道
市
民
税
の
均
等
割
非
課
税
基
準
を
拡
大
し
一
人
当
り二
三
万
円。
所
得
割
非

課
税
措
置
の
創
設、

一人
当
り
二
七
万
円
と
す
る。

二
土
地
建
物
等
の
譲
渡
所
得
に
対
す
る
税
率
の
改
正

長
期
譲
渡
所
得
(五
六
～
五
七
年
度)

課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
が
四、
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
場
合
四
パ
ー
セ
ン
ト

課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
が
四、
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
場
合

一六〇
万
円
と
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
の
う
ち
四、
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
八、
○

(二)(一)
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第
六
編
財

政

〇
〇
万
円
以
下
の
金
額
の二
分
の
一
の
額
と
、
八、
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
金
額
の
四

分
の三
の
額
と
の
合
計
額
を
総
合
課
税し
た
場
合
の
当
該
四、
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る

部
分
に
係
る
上
積
み
税
額
と
の
合
計
額

三
法
人
の
市
民
税
法
人
均
等
割
の
税
率
で
は、
税
率
適
用
の
区
分
を
資
本
の
全
額、
ま
た

は
出
資
額
に
資
本
積
立
金
を
加
え
た。

法
人
税
割
で
は
標
準
税
率

一
二
・
三
パ
ー
セン
ト
、
制
限
税
率
一
四
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
に
し
た
。

四
軽
自
動
車
税
で
は
月
割
課
税
制
度
の
廃
止
と、
電
気
自
動
車
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
適

用
期
間
を
昭
和
五
七
年
度
ま
で
延
長
し
た
。

昭
和
五
十
七
年
の
税
制
改
正

一
個
人
の
道
市
民
税
の
均
等
割
非
課
税
基
準
を
拡
大
し、
一人
当
り二
五
万
円

昭
和
五
七
年
度
の
所
得
割
に
限
り、
所
得
金
額
が
二
七
万
円
に
家
族
数
を
乗
じ
て
得
た

金
額
に
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
九
万
円
を
加
算
し
た
金
額

以
下
の
者
は
非
課
税
と
さ
れ
た。

配
偶
者
控
除、
又
は
扶
養
控
除
の
適
用
対
象
者
の
所
得
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る

(給与
所
得
等
の
場
合
二
〇
万
円
から
二
九
万
円
に)。

新
た
に、
寡
夫
控
除
制
度
が
創
設
さ
れ
る
(二
一万
円)。

土
地
譲
渡
所
得
課
税
の特
例
の
改
正
と
、
雑
損
控
除
の
拡
充、
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る

農
業
所
得
に
係
る
課
税
の
特
例
の
改
正、
み
な
し
法
人
課
税
の
場
合
の
税
率
等
の
改
正
。

二
法
人
の
市
民
税
で
は
徴
収
猶
予
制
度
の
改
正
が
あ
っ
た
。

三
固
定
資
産
税
で
は
土
地の
評
価
替
に
伴
う
新
た
な
負
担
調
整
が
あ
り、
市
街
化
区
域
農

地
の
課
税
の
適
正
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

四
ガス
税
は
六
月
以
降
免
税
点
が
一
万
二
、
〇
〇
〇
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

.
五
そ
の
他

特
別
土
地
保
有
税
で
は、
課
税
客
体
から
除
外
さ
れ
る
土
地
の
範
囲
の
改
正
が
な
さ

れ、
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
固
定
資
産
税
と
同
様
の
負
担
調
整
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

昭
和
五
十
八
年
の
税
制
改
正

1
「
個
人
の
道
市
民
税
で
は、
昭
和
五
八
年
度
の
所
得
割
に
限
り、
所
得
金
額
が二
七
万
円

に
家
族
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は

九
万
円
を
加
算
し
た
金
額
以
下
の
者
は
非
課
税
と
さ
れ
る
。
ま
た、
同
居
の
特
別
障
害
者

に
係
る
配
偶
者
控
除
及
び
扶
養
控
除
の
特
例
が
創
設
さ
れ
る
。

二
法
人
の
市
民
税
で
は、
標
準
税
率
(制
限
税
率)
の
改正
が
行
わ
れ
た。

1
資
本
等
の
金
額
が
五
〇
億
円
を
超
え
る
法
人
で
市
町
村
内
に
有
す
る
事
務
所
等
の
従

業
者
数
の
合
計
数
が
五〇
人
超
の
も
の
年
額
一
二〇
万
円
(一
五
〇
万
円)

(1)
資
本
等
の
金
額
が
一〇
億
円
を
超
え
五
〇
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合

計
数
が
五
〇
人
超
の
も
の
年
額
七〇
万
円
(一〇

〇
万
円
)

()

資
本
等
の
金
額
が
一〇
億
円
を
超
え
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
〇
人
以
下

で
あ
る
も
の
及
び
資
本
等
の
金
額
が
一
億
円
を
超
え
一
〇
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従

業
者
数
の
合
計
数
が
五
〇
人
超
の
も
の
年
額
一
六
万
円
(二
七
万
円
)

(4)
資
本
等
の
金
額
が
一
億
円
を
超
え
一
〇
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計

数
が
五〇
人
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
資
本
等
の
金
額
が
一、
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
一
億

円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
〇
人
超
の
も
の
年
額
六
万
円
(一

〇
万
円
)

田
資
本
等
の
金
額
が
一
、
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数

の
合
計
数
が
五
〇
人
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
資
本
等
の
金
額
が
一、
〇
〇
〇
万
円
以
下

で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
〇
人
超
の
も
の
年
額
四
万
八
、
〇
〇
〇
円

(八
万
円)

份<
前
各
号
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人
等
年
額
一
万
六、
〇
〇
〇
千
円
(二
万
七、

〇
〇
〇
円
)

三
固
定
資
産
税
は、
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
に
対
す

る
課
税
が
特
設
さ
れ、
昭
和
五
九
年
度
分
か
ら
適
用
と
な
る
。

四
軽
自
動
車
税
で
は、
電
気
自
動
車
に
係
る
軽
減
税
率
の
制
度
を
昭
和
五
九
年
度
ま
で
延

長
し
、
こ
れ
に
係
る
税
率
は
昭
和
五
四
年
度
改
正
前
の
税
率
と
し
た。

五
た
ば
こ
消
費
税
で
は、
売
渡し
本
数
に
乗
ず
べ
き
率
を
一、
○
一四
と
し
、
昭
和
五
八

年
五
月
一
日
か
ら
昭
和
五
九
年
二
月
二
九
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

昭
和
五
十
九
年
の
税
制
改
正

一
個人
の
道
市
民
税

5
非課
税範
囲の
拡
大
(合
計
所
得
金
額)
一〇
〇
万
円

(三)
均等
割
非
課
税
基
準
の
拡
大
一人
当
り二
八
万円

所
得
割
非
課
税
措
置
の
引
上
げ
一人
当
り
二
九
万
円

(四)
配
偶
者
、
扶
養
控
除
の
適
用
要
件
の
所
得
限
度
額
の
引
上
げ
三
〇
万
円

(国)
基
礎
控
除二
六
万
円

配
偶
者
控
除
で
は、
一般
控
除
対
象
者二
六
万
円、
老
人
控
除
対
象
配
偶
者二
七
万

(六)
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円、
同
居
特
別
障
害
者
三
〇
万
円
と
す
る
。

(4)
扶
養
控
除
で
は
、
一般
扶
養
二
六
万
円
、
老
人
扶
養
二
七
万
円、
同
居
老
親
等
三
一

万
円、
同
居
特
別
障
害
者三
〇
万
円
に
引
上
げ
る
。

仞
障
害
者
等
控
除二
四万
円、
特
別
障
害
者
控
除二
六
万
円
に引
上
げ
る
。

ん)
勤
労
学
生
控
除
の適
用
要
件
の
所
得
限
度
額
の引
上
げ
五三
万
円

二
法
人
の
市
民
税
で
は、
標
準
税
率
(制
限
税
率)
の
改正
が
行
わ
れ
た
。

←
資
本
等
の
金
額
が
五〇
億
円
を
超
え
る
法
人
で
市
町
村
内
に
有
す
る
事
務
所
等
の
従

業
者
数
の
合
計
数
が
五〇
人
超
の
も
の
年
額
三
〇
〇
万
円
(三
六〇
万
円
)

()

資
本
等
の
金
額
が
一〇
億
円
を
超
え
五
〇
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の

合
計
数
が
五
〇
人
超
のも
の
年
額
一
七
五
万
円
(二
一〇
万
円
)

(
資
本
等
の
金
額
が
一〇
億
円
を
超
え
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の合
計
数
が
五〇
人
以

下
で
あ
る
も
の
及
び
資
本
等
の
金
額
が
一
億
円
を
超
え
一〇
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で

従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
〇
人
超
の
も
の
年
額
四〇
万
円
(四
八
万
円
)

「
資
本
等
の
金
額
が
一
億
円
を
超
え
一〇
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計

数
が
五〇
人
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
資
本
等
の
金
額
が
一、
〇〇
〇
万
円
を
超
え
一
億

円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計
が
五〇
人
超
の
も
の
年
額
一五
万
円
(一

八
万
円
)

(4)
資
本
等
の
金
額
が
一、
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数

の
合
計
数
が
五〇
人
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
資
本
等
の
金
額
が
一
、
〇
〇
〇
万
円
以
下

で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
〇
人
超
の
も
の
年
額
一二
万
円
(一
四
万

四、
〇
〇
〇
円
)

パ
前
各
号
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人
等
年
額
四
万
円
(四
万
八
、
〇
〇
〇
円
)

三
軽
自
動
車
税

1
原
動
機
付
自
転
車
五〇
C
C
以
下

五〇
C
C
超
九
〇
C
C
以
下

(二)
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車

三
輪
のも
の

四
輪以
上
の
も
の

乗
用
営
業
用
年
額
五、
五〇
〇
円
自
家
用
年
額
七、
二〇
〇
円

"1

三、
一〇
〇
円

一、
六
〇
〇
円

一、
二〇
〇
円

()
白
色
事
業
専従
者
控
除
四
五万円

勤
労
学
生
控
除
の
適
用
要
件
の
所
得
限
度
額
の
引
上
げ
五
八
万
円

(四)

(4)
最
低
給
与
所
得
控
除
額
の
引
上
げ

三
固
定
資
産
税
は、
評
価
替
え
に
伴
な
い、
昭
和
六〇
年
度
から
昭
和
六
二
年
度
ま
で、

前
回
と
同
様
の
負
担
調
整
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た。

四
軽
自
動
車
税

I
ミ
ニ
カー
に係
る
税
率
の
引
上
げ

三
輪
以
上
の
原
動
機
付
自
転
車
(一
定
の
も
の
を
除
く)
のう
ち
、
総
排
気
量
が二

○
C
C
を
超
え
る
も
の
又
は
定
格
出
力
が〇
・
二
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
(以

下
「ミ
ニ
カー
」
と
いう
)
に
係
る
標
準
税
率
を
年
額二
、
五〇
〇
円
(改正
前
一、

第
二
章
税
の
変
遷

貨
物
用
営
業
用
年
額
三、
〇
〇
〇
円
自
家
用
年
額
四、
〇
〇
〇
円

年
額
四
、
〇
〇
〇
円

二〇
万
円
を
超
え
る
金
額三
ン

四 二
・
五
%11 11

二、
九
〇
〇
万
円

11

!

11 11 11

一
一
ノ

九
ク
七
〃

五

11

二〇
万
円
以
下
の
金
額

1
所
得
割
税
率
の
調
整

四
五
万
円
を
超
え
る
金
額

九
五
万
円

ク
二
二
〇
万
円

ク

五
七〇
万
円

ぐ

一、
九
〇
〇
万
円

ぐ

()

個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
創
設

三、
五〇
〇
円
(限
度
額
)

四
、
九
〇
〇
万
円

ぐ
一
四
一
二
一〇 八 六

11 〃11 11

!
九
五
〇
万
円

三
七
〇
万
円

一
二〇
万
円

七
〇
万
円

一三
〃

(四)
資
産
合
算
課
税
の
最
低
所
得
限
度
額
の
引
上
げ

一、
五
〇
〇
万
円

(4)
みな
し
法
人
課
税
の
見
直
し

二
六
十
年
度
の
改
正
分
(個人

の
道
市
民
税
)

1
均
等
割
税
率
の
引
上
げ

二、
〇
〇
〇
円

1
配
偶
者、
扶
養
控
除
の
適
用
要
件
の
所
得
限
度
額
の
引
上
げ
三
三
万
円

九
〇
C
C
超

11

11

年
額
一、
〇
〇
〇
円

()

二輪
の小
型
自
動
車

昭
和六
十
年
の
税
制
改
正

1
給
与
所
得
控
除
の
引
上
げ

一
個
人
の
道
市
民
税
で
は、
五
十
九
年
度
改正
に
な
り
六
〇
年
度
適
用
さ
れ
たも
の
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

(四)

二
輪
の
も
の
(
側
車
付
の
も
の
を
含
む
)
年
額
二、
四
〇
〇
円
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〇
〇
〇
円
)
に
引
き
上
げ
る
。

『
電
気
自
動
車
に
係
る
軽
減
税
率
の
引
上
げ
等

1)
電
気
自
動
車
に
係
る
軽
減
税
率
を
昭
和
五
九
年
度
改
正
前
の
本
則
税
率
に
改
め
る

と
と
も
に、
そ
の
適
用
期
間
を
昭
和
六
一年
度
ま
で
延
長
す
る
。

準
の
特
例
措
置
を
新
設
し
た
(昭
和
六
二
～
平
成
七
年
度)。

電
気
自
動
車
で
あ
る
ミ
ニ
カ
ー
で
昭
和
六
〇
年
二
月
一
五
日
以
後
に
取
得
し
た
も

2

の
に
係
る
税
率
を
二
、
三〇
〇
円
と
す
る。

五
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
に
つ
い
て
は、
従
価、
従
量
制
度
の
導
入
を
は
か
る
と
と
も

に、
税
率
を
従
価
割
一
四
・三
%
、
従
量
割
を
一、
〇
〇
〇
本
に
つき
三
五
〇
円
と
改
正

し
た。

六
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は、
固
定
資
産
税
と
同
様
の
措
置
を
講
じ
た
。

七
特
別
土
地
保
有
税
は、
保
有
期
間
が
一〇
年
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
用
外
に
な
る

土
地
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た。
ま
た、
三
大
都
市
圏
に
お
け
る
課
税
の
特
例
が
三
年
間
延

長
さ
れ
た。

昭
和
六
十
一
年
の
税
制
改
正

個
人
の
道
市
民
税
の
改
正

11
均等
割
非
課
税
基
準
の
拡
大

1)

所
得
割
非
課
税
措
置
の
引
上
げ

配
偶
者控
除
で
は
同居
特別
障
害
者

(四)
扶
養
控
除
で
は同
居
特
別
障
害
者

(回)(三)

三
四
万
円

二
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
で
は、
昭
和
六
一
年
五
月
か
ら
昭
和
六
二
年三
月
ま
で
の
臨
時

措
置
と
し
て
、
税
率
を
従
価
割
一四
・
三
%
、
従
量
割
を
一、
〇
〇
〇
本
に
つ
き
六
四
〇

円
と
し
た
。

○
従
価
割
の
課
税
標
準
の
特
例
(詳
細
省
略)

手
持
品
課
税
の
実
施
と
し
て、
税
率
は
一、
〇〇
〇
本
に
つ
き
二
九
〇
円

三
そ
の
他

○
事
業
税
の
税
率
で
は
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
と
し
て、
新
増
設
事
業
所
床
面
積
一

m
に
つ
き
六
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。
事
業
に
係
る
事
業
所
税
と
し
て、
資
産
割
で
は
事

業
所
床
面
積
一
に
つ
き
六
〇
〇
円
と
し
、
従
業
割
で
は
従
業
者
給
与
総
額
の
一〇
〇

分
の
〇
・
二
五
と
す
る
。

昭
和
六
十
二
年
の
税
制
改
正

一
個
人
の
道
市
民
税
で
は、
現
物
出
資
し
た
場
合
の
山
林
所
得
に
係
る
納
期
限
の
特
例
措

置
の
適
用
期
間
を平
成
元
年
度
ま
で
延
長
す
る
。

二
固
定
資
産
税
で
は
国
鉄
民
営
化
に
伴
い、
交
付
金
か
ら
固
定
資
産
税
に
移
行
し
課
税
標

三
市
た
ば
こ
消
費
税
で
は、
従
量
割
の
税
率
の
特
例
(一、

〇
〇
〇
本
に
つ
き
三
五〇
円

を
六
四〇
円
)
等
の
適
用
期
限
を
昭
和
六
二
年
一二
月
三
一
日
ま
で
延
長

昭
和
六
十三
年
の
税
制
改
正

一
個
人
の
道
市
民
税
は、
昭
和
六
三
年
度
分
か
ら
課
税
段
階
を
五
九
年
度
の
一三
段
階
か

ら
七
段
階
に
縮
小
し、
次
の
税
率
と
し
た
。

〇
〇

一三
〇
万
円
以
上
の
ク

四
六
〇
万
円
♪

一〇
・

六
〇
万
円
以下
の
金
額
三
・
〇
%

七
・
%

10二八
万
円

一
般
控
除
対
象
配
偶
者
二八
万
円

老
人
控
除
対
象
配
偶
者
二
九
万
円

同
居
特
別
障
害
者

三
六
万
円

二
八
万
円

二九
万円

一
般
扶
養

老
人
扶
養
親
族

同
居
特
別
障
害
者

同
居
老
親
等

三三
万
円

三
六
万
円

四
新
た
に
一
四
万
円
の
配
偶
者
特
別
控
除
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
合
計
所
得
金
額
八〇
〇

万
円
以
下
の
者
の
配
偶
者
に
適
用
す
る
。

ま
た、
配
偶
者
に
所
得
が
あ
る
場
合
に
は、
次
に
よ
り、
配
偶
者
特
別
控
除
額
を
調
整

す
る
こと
と
し
た。

(1)・()項
略

五
配
偶
者
に
係
る
白
色
申
告
者
の
事
業
専
従
者
控
除
の
控
除
限
度
額
を
六〇
万
円
に
引
き

上
げ
る
。
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六〇
万
円
を
超
える
金
額
五
・〇
%

八
・〇
%

九
五
〇
万
円

♪
一
一
・〇
%

一人
当
り
二
五
万
円

一人
当
り
三
一
万
円

三
四
万
円

三
基
礎
控
除
額、
配
偶
者
控
除
額
及
び
扶
養
控
除
額
を
昭
和
六
三
年
度
か
ら
次
の
と
お
り

引
き上
げ
る
。

基
礎
控
除
額

配
偶
者
控
除
額

扶
養
控
除
額

二
所
得
割
の
賦
課
制
限
の
制
度
を
廃
止

一、
九〇
〇
万
円

♪
一
二
・

2%0
二
六〇
万
円
以
上
の
〃

政



六
超
短
期
所
有
の
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
の
開
設

七
固
定
資
産
税で
は評
価
替
え
に
伴
い、
昭和
六三
年
度
から
平
成二
年
度
ま
で
新
た
な

負
担
調
整
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た。

八
都
市
計
画
税
で
は
昭
和
六三
年
度
か
ら
平
成二
年
度
ま
で、
固
定
資
産
税
と
同
様
な
負

担
調
整
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た。

平
成元
年
の
税
制
改
正

一
個
人
の
道
市
民
税

1
所
得
割
税
率
の
調
整

一
二〇
万
円
以
下
の
金
額

一
二〇
万
円
を
超
え
る
金
額
八
%

五〇
〇
万
円
を
超
え
る
金
額
一
一%

老
年
者
・
障
害
者
等
の
非
課
税
範
囲
の
拡
大
(合
計
所
得
金
額)

均
等
割
非
課
税
基
準
の
拡
大
一
人
当
り

所
得
割
非
課
税
措
置
の
引
き
上
げ
一
人
当
り

公
的
年
金等
の
課
税方
法
の
改正

退
職
所
得
控
除
の
引
き
上
げ

勤
続
年
数
二〇
年
まで

二
〇
年
超
の
部
分
年
七
〇
万
円

二
軽
自
動
車
税
で
は
電
気
自
動
車
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
適
用
期
間
を
平
成二
年
度
ま
で

延
長

三
市
た
ば
こ
消
費
税
で
は
消
費
税
の
創
設
に
伴
い
市
た
ば
こ
税
に
改
め
た

課
税
方
式
を
従
量
税
方
式
と
し
税
率
は
一、
〇
〇
〇
本
に
つき
一、
九
九
七
円
(旧
三

級
缶
の
紙
巻
た
ば
こ
は
九
四
八
円
)
に
改
め
た。

四
消
費
税
の
創
設
に
伴
い
電
気
税、
ガ
ス
税
を
廃
止
し
た
。

第
三
節
市
税
・
手
数
料
の
変
遷

昭
和
五
十
四
年
以
降
の
市
民
税
・
手
数
料
等
の
変
遷
は
次
の
と
お
り
で
あ

1
市
民
税

昭
和
五
十
五
年
度一二
・
C

一
一
・C

10

.
C

八
・

七
・

五
・
〇

三
・(

税
率
%。

一
四
・

一三
・

一
二
・

一
一・
C

一、
九〇
〇
万
円
〃

九
五
〇
万
円
〃

五
七
〇
万
円
〃

三
七
〇
万
円
〃

二二
〇
万
円
〃

一二
〇
万
円
〃

九
五
万
円
〃

七〇
万
円
〃

四
五
万
円
〃

二〇
万
円
超

二〇
万
円
以
下

課
税
所
得
金
額

昭
和
六
十
年
度一
一
・O

八
〇
C

三
・
〇

税
率
%

一四
・

一三
・(

一
二
・

一
一
・〇

一〇
・
0

九
・
八
・

七
・

六
・

五
・

四
・

三
・
C

二
・
五

税
率
%

(六)(五)(四)(三)(二)

三
二
万
円

二
六
万
円

一二
五
万
円

昭
和
六
十
三
年
度

四、
九
〇
〇
万
円
〃

二、
九
〇
〇
万
円
〃

一、
九〇
〇
万
円
”

九
五
〇
万
円
〃

五
七〇
万
円
〃

三
七
〇
万
円
〃

一〇
・
〇

九
・

八
・

七
・

六
・

五
・

四
・

三
・

二
・

税
率
%。

個
人
の
市
民
税
所
得
割
税
率五
〇
〇
万
円
〃

一二
〇
万
円
超

一
二
〇
万
円
以
下

課
税
所
得
金
額

四、
九
〇
〇
万
円
〃

二、
九
〇
〇
万
円
〃

平
成
元
年
度

課
税
所
得
金
額

六
〇
万
円
以
下

六
〇
万
円
超

一
三〇
万
円
〃

二
六〇
万
円
〃

四
六〇
万
円
〃

九
五
〇
万
円
〃

課
税
所
得
金
額

七〇
万
円
〃

四
五
万
円
〃

三〇
万
円
超

三〇
万
円
以
下

一、
九〇
〇
万
円
〃
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三
%年
四〇
万
円

二三
〇
万
円
シ

一
三
〇
万
円
〃

一〇
〇
万
円
〃
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政14,000 9,000 60.0 9.8 48,023 673,899,229 14,799 6,152 58年

14,000 9,000 60.0 9.8 51,192 723,859,225 14,909 6,338 59年
14,000 9,000 60.0 9.8 51,832 764,980,692 15,426 6,658 60年

17,000 11,000 60.0 11.8 58,726 880,598,355 15,600 6,784 61年

17,000 11,000 60.0 11.8 58,289 899,755,781 15,436 6,726 62年

17,000 11,000 60.0 11.8 58,246 879,293,549 15,096 6,707 63年

21,700 15,800 60.0 14.9 76,9871,075,776,326 14,537 6,630平成元年

円 円 % %
11,000 9,000 50.0 9.0 36,908 544,151,967 15,200 5,786 昭和54年

12,500 9,000 55.0 9.8 41,816 605,186,507 15,116 5,877 55年

14,000 9,000 60.0 9.8 44,512 626,813,843 14,880 5,898 56年
14,000 9,000 60.0 9.8 43,718 613,604,771 14,695 5,920 57年

2
国
民
健
康
保
険
税

市
民
税
の
業
種
別
課
税
状
況

昭
和
五
十
五
年
度

(24,835)
1,164,714 21,328,753 34,189,064

(1,063)
19,152 計

55,034 1,068,833 1,247,376 210 上記のうち分離課税

(22,530)
1,106,569 22,993,288 35,431,772

(816)
17,384 給 与 所 得

(1,307)
92,842 1,270,605 1,971,976

(137)
954 営 業 所 得

(272)
1,840 47,470 151,371

(97)
184 農 業 所 得

昭
和
五
十

人

(21,484)
865,491 18,059,166 29,387,083

(591)
16,557 給 与 所 得

(1,353)
45,978 874,160 1,556,982 1,003 営 業 所 得

(884)
14,568 341,754 797,601 603 農 業 所 得

(461)
173,419 1,714,052 1,963,658 511 その他の 事 業所得

(653)
65,258 339,621 483,740

数
納 税 義 務 者
総

区分所 得 割 額
千円

課 税 標 準 額

千円

総 所 得 金 額

千円

円

被保険者数

人

世 帯 数

世帯

区分税 率 一人当りの
保 険税額

円

保 険 税
収 納 額

平 等 割 均 等 割 資 産 割 所得割 年度

業種・年度

(122)

(191)

(28)

(131)
478 そ の 他 の 所 得
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(419)
120,158 1,204,549 1,451,972

(32)
465 その他の事業所得

(851)
65,561 320,050 520,137

(216)
629 そ の 他 の 所 得

(25,379)
1,386,970 25,835,962 39,527,228

(1,298)
19,616 計

71,762 45,723 948,417 204 上記のうち分離課税

(22,000)
1,133,440 22,278,380 36,237,980

(667)
16,962 給 与 所 得

(1,271)
42,110 739,127 1,454,767

(182)
922 営 業 所 得

(386)
4,983 116,154 318,942 259 農 業業 所得

(442)
182,829 1,790,480 2,089,001 456

(690)
105,119 1,783,934 2,194,272

(116)
508 そ の 他 の 所 得

(24,789)
1,468,481 26,708,075 42,294,962

(1,102)
19,107 計

52,823 1,153,581 1,120,243 184 上記のうち分離課税

(28,870)
1,242,018 22,969,565 37,281,744

(655)
16,536 給 与 所 得

(1,622)
33,439 687,778 1,440,763 886 営 業 所 得

(704)
5,164 120,374 371,343 358 農 業所得

(596)
184,044 1,797,468 2,103,709

(25)
448 その他の 事業所得

(1,002)
86,069 1,653,645 2,054,685

(163)
541 そ の 他 の 所 得

(32,794)
1,550,734 27,228,830 43,252,244

(1,136)
18,769 計

40,536 1,000,571 1,077,849 175 上記のうち分離課税

(29,414)
1,279,306 23,349,103 39,317,965

(968)
16,867 給 与 所 得

(1,572)
39,253 758,331 1,559,895 862 営 業 所 得

(488)
1,037 30,481 153,045 246 農 業 所得

(532)
173,181 1,778,917 2,105,604

(30)
398 その他の 事業所得

(972)
80,141 1,907,945 2,426,198

(126)
526 そ の 他 の 所 得

(32,978)
1,572,918 27,824,777 45,562,707

(1,432)
18,899

計

昭
和
六
十

一
年
度

昭
和
六
十
三
年
度

205

七
年
度

昭
和
五
十
九
年
度

(106)

(31) その他の事業所得

-----

(127)

(166)

(141)

(167)



48,325 1,119,886 1,215,836 181 上記のうち分離課税

注 ()は均等割分の内数である。

税 額

千円

課税標準額

千円

評 価
千円

額 地積又は面積 納税義務者 区分

年
度

221,113 14,740,896
27,655,362

22,204,190 69,968,068 11,013 土 地
414,831
△20,218(新築住宅軽減額) 27,701,442 1,929,453 10,209 家 屋
118,789 7,919,298 8,283,491 823 償却資産

734,515 50,315,556 58,189,123 11,968 計

264,047 17,603,136
35,380,187

30,667,814 69,666,430 11,453 土 地
530,702
△31,279(新築住宅軽減額) 35,424,158 2,058,537 10,743 家 屋

135,642 9,042,816 9,293,534 931 償却資産

899,112 62,026,139 75,385,506 23,127 計

309,864 20,657,614
42,782,500

30,497,373 65,886,524 10,158 土 地
641,737
△38,481(新築住宅軽減額)
147,594 9,839,626 9,994,755 933

家 屋
償却資産

1,060,714 73,279,740 83,274,628 21,285 計

392,586 26,172,374 40,331,102 66,583,110 11,084 土 地
727,124 48,474,913 48,474,913 2,204,667 10,487 家 屋

償却資産

昭
和
六
十
一
年
度

1,281,201 87,562,163 103,257,316 22,553 計

438,766 29,251,081 46,384,934 66,587,026 11,499 土 地
827,351 55,156,709 55,156,709 2,299,243 10,719 屋△22,350(新築住宅軽減額)
218,858 14,590,542 15,671,490 964

家
償却資産

昭
和
六
十三
年度

1,462,625 98,998,332 117,213,138 23,182

計

昭
和
五
十
五
年
度

昭
和
五
十
七
年
度

4
固
定
資
産
税
の
資
産
別
課
税
状
況

第
六
編
財

政

昭
和
五
十
九
年
度

△32,232(新築住宅軽減額)
193,723 12,914,876 14,451,301 982

42,782,500 2,119,833 10,194

地目m2

人
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5
都
市
計
画
税
の
課
税
状
況

第
二
章
税
の
変
遷

59,689 19,896,483 11,839 7,327 土 地
78,467 26,155,800 1,609 8,170 家 屋

昭
和
五
十
五
年
度

72,344 28,280,925 12,100 9,799 土100,561 33,520,554 2,059 9,528

土
家

地
屋

昭
和
五
十
七
年
度172,905 61,801,479 一 19,327 計

86,868 28,951,082 11,970 10,164 土 地
121,605 40,535,103 1,839 9,934 家 屋

208,473 69,486,185 20,098 計

昭
和
五十
九
年
度

115,191 38,396,988 12,163 9,951 土土地
137,656 45,885,408 1,918 9,449 家 屋

252,847 84,282,396 19,400 計

昭
和
六
十
一
年
度

124,822 41,607,468 12,154 10,352 土 地
157,801 52,600,322 2,010 9,686 家 屋

382,623 94,207,790 ‒‒ 20,038 計

昭
和
六
十
三
年
度

6
た
ば
こ
税
(平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は、

た
ば
こ
消
費
税
)

た
ば
こ
消
費
税
は
昭
和
二
十
九
年
に
新
設
さ
れ
た

も
の
で、
市
町
村
の
大
き
な
自
主
財
源
と
な
っ
て
い

る
。
滝
川
市
に
お
い
て
も
市
税
の
中
で
は、
市
民

税、
固
定
資
産
税
に
次
い
で
大
き
な
収
入
と
な
っ
て

お
り、

「た
ば
こ
は
市
内
で
買
い
ま
し
ょ
う
」
と
日

ご
ろ
呼
び
か
け
て
い
る
。

こ
の
た
ば
こ
消
費
税
は、
税
法
の
改
正
に
よ
り
平

成
元
年
四
月
一
日
か
ら
「
た
ば
こ
税
」
と
改
め
ら
れ

た
。

税 額

千円

課 税 標 準 額

千円

地積又は面積 納 税 義 務 者 区分
年

度
地目千m2 人

138,156 46,052,283 10,517 計

207



一五
〇

三
〇
〇

七
五
〇

三
〇
〇

七
五
〇

額
(円
)

平
成
元

(た
ば
こ
税
)

平
成
元
六三 六二 六
一

六〇
五
九
五
八
五
七
五
六
五
五

昭
和
五
四 区
分

二八
五、
八
一
五、
六〇
三

二
七、
五〇
九、
二
九
一

三三
七、
四三
二
、
七
五
七

三三
七、
〇
〇
一、
〇
二
四

三三
六、
四〇
四
、〇
二
四

一六
八、
一二八、

五
八
〇

九
・
七〇
六

九
・
八
二
五

九
・
五〇
二

八
・
六
七〇

八
・
五
九〇

六
・
九
八
九

円
六
・
八
九
〇 厘

一本
当
り
単
価

税 内

(旧
三
級
品
の
紙
巻
た
ば
こ
九
四
八
円
)

千
本
に
つき

一
、
九
九
七
円

”11 11

期
限
付
特
例

従
量
割
千
本
に
つ

〔従価割 一
八
・
一

一
八
・
一

一
八
・
一

一八
・
一

一
八・
一

一八
・
一

三 き き

六
四〇
円

三
五
〇
円 訳

率

平
成
元
年
四
月
一日
以
降
分

元
年三
月
三
一
日
で
廃
止

考

たばこ
消
費
税・
た
ばこ
税

第
六
編
財

政

年
度

収
入
済
額
(円
)

二
一
九、
三
八
八、
六〇
〇

一七
五、
九
二
〇
、
四
六
八

売
上
本
数
(本)

収

一四
九、
八
一三
、
四
九
六

一三
、
四
三
七、
八
五〇

一六
五、
八
八
八、
三
七
九

一六
七、
四六
七、
六
八
一

目

(4)(3)(2)(1)営
業
に
関
す
る
証
明

職
業
に
関
す
る
証
明

土
地
又
は
建
物
に
関
す
る
証
明

工
事
又
は
物
品
請
負
に
関
す
る
証
明

項
単

一
筆
又
は
一
個
増
す
ご
と
に

一
筆
又
は
一
個
に
つ
き

一
通
に
つ
き

一通
に
つ
き

一通
に
つ
き

位
金

7
条
例
徴
収
に
よ
る
手
数
料
(平
成元
年
七
月
一
日
改
正)

二
六〇、

六
八八、

九九〇
二二
五、
二
一三
、
一八
〇

一七
六、
六
九
八、
六
九〇

八
・
一五一

一七
八
、
〇
三
二
、
八
六
八

入

九
・
八三
七

九
・
七
四
八

九
・
七
六
四

〃

へ
そ
の
他

従
価
割

一
四
・

「従
量
割
千
本
に
つ・
三

備

208

二七
九、
三二
八、
一四〇

二八三
、〇
三
一、
〇
六〇

三〇
九、
一四三

、
三
二
〇

二九
六、
二九三

、
七二
八

一七
九、
六
五
六、
五
五〇

一八
〇、
三
五
八、
四
六
八

一七
九、
七四
八、
九
四〇

一七
一、
一七一、

一
一五



(6)(5)
土
地又
は
建
物
以
外
の
資
産
に
関
す
る
証
明

土
地
又
は
建
物
の
評
価
額
に
関
す
る
証
明

納
税
に
関
す
る
証
明

(10)(9)(8)(7)

(10
印
鑑
に
関
す
る
証
明

身
分
に
関
す
る
証
明

所
得
額
に
関
す
る
証
明

(4)
住
民
票
記
載
事
項
に
関
す
る
証
明

1)住民
票
の
写
全
部
又
は
一
部
戸
籍
附
票
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

(1)
火
(埋)

葬
許可
の
証
明

建
築
確
認
申
請
の
証
明

公
簿、
公
文
書、
図
面
の
閲
覧、
照
会
又
は
謄
本、
抄
本
の
交
付

(15)里
程
に
関
す
る
証
明

閲
覧、
照
会

1)

農
用
地
利
用
増
進
事
業
に
関
す
る
嘱
託
登
記

謄
本、
抄
本

19)
前
各
号
以
外
の
証
明

19

印
鑑
登
録
証
交
付
手
数
料
(再
登
録
の
場
合
に
限
る
)

一筆
又
は
一
個
に
つ
き

一
通
に
つ
き

三
〇〇
三
〇
〇

三
六
〇

六、
六
九
五

三
六
〇

二、
七八
一

三
六〇

三、
八
六
二

三〇
〇

一
五
〇

三
〇
〇

三
〇
〇

三
〇
〇

一
五
〇

一
五
〇

三
〇
〇

三
〇
〇

三
〇
〇

三
〇
〇

一
五
〇

三
〇
〇

三
〇
〇

一筆
又
は
一
個
増
す
ご
と
に

年
度
別
に
つ
き

年
度
別
に
つ
き

一
通
に
つ
き

一
通
に
つ
き

一通
に
つ
き

一通
に
つ
き

一通
につ
き

一通
に
つ
き

一通
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一通
に
つ
き

一筆
に
つ
き

一
筆
増
す
ご
と
に

一
筆
に
つ
き

一筆
増
す
ご
と
に

一
筆
に
つ
き

一
筆
増
す
ご
と
に

一
件
に
つ
き

一通
に
つ
き
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所
有
権
移
転
登
記

登
記
名
義
人
表
示
の変
更、
更
正
登
記

土
地
表
示
の
変
更
の
登
記



第
六
編
財

政
8
規
則
徴
収
の
手
数
料
(平
成二
年三
月二
三
日
改
正)

(2)(1)
ウ イ ア許

可
証
再
交
付
手
数
料

1)
鳥
獣
飼
養
許
可
証
の
交
付
手
数
料、
更
新
手
数
料
又
は
再
交
付
手
数
料

一件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一件
に
つ
き

一両
に
つ
き

一
両
に
つ
き

一
件
に
つ
き

単

位

金

二、三
〇〇

一、
六〇
〇

八〇
〇

一
三、
〇
〇
〇

六、
〇
〇
〇

四、
〇
〇
〇

三
、
○
○
○

三
五、
〇
〇
〇

九
五、
〇
〇
〇

四
〇
〇

四
〇
〇 三〇

項

家
畜
死
亡
届
出
証
明
書
交
付
手
数
料

臨
時
運
行
許
可
申
請
手
数
料

仮
設
建
築
物
建
築
許
可
申
請
手
数
料

(5)(4)(3)優
良宅
地造
成
認定
申
請
手数
料

優
良
住
宅
新
築
認
定
申
請
手
数
料

新
築
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が

一〇
〇
平
方
メー
ト
ル
以
下
の
と
き
は

一〇
〇
平
方
メー
ト
ル
を
超
え
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル以
下
のと
き
は

五
〇
〇
平
方
メー
ト
ル
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
は

(6)
米
穀
の
小
売
業
で
営
業
所
を
設
け
て
行
う
も
の

許
可
申
請
手
数
料

許
可
証
書
換
え
交
付
手
数
料

そ
の
他
の
自
動
車

二
輪
の
小
型
自
動
車

目

.

額
(円
)
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第
三
章
特
別
会
計

本
章
に
お
け
る
各
節
の
順
序
は、
市
史
上
巻
の
各
節
の
配
列
と
は
す
べ
て
変

更
し
た
。
こ
れ
は、
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
現
在
は
な
い
特
別
会
計
や、
新
た
に

統
合
さ
れ
た
も
の
あ
り、
ま
た
、
市
の
予
算
書
の
順
序
な
ど
を
考
慮
し
た
う
え

で、
新
た
に
各
節
を
設
定
し
た
た
め
で
あ
る
。

市
史
上
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
る
特
別
会
計
で、
本
続
巻
に
は
記
載
し
て
い
な

い
も
の
は
次
のと
お
り
で
あ
る
。

節

第
二
節
窮
民
救
済
基
金
特
別
会
計

第
十
節
特
別
会
計
納
税
証
券

第
十
二
節
屠
場
特
別
会
計

第
十三
節
そ
の他
の
特
別
会
計

七
一
四
～
七
一
五
ペ
ー
ジ

年
度

歳

滝
川
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
表

入

(そ
の
他
の
特
別
会
計)

滝
川
工
業
高
等
学
校
移
転
特
別
会
計

滝
川
市
宅
地
造
成
事
業
特
別
会
計

江
部
乙
町
奨
学
資
金
特
別
会
計

滝
川
警
察
署
移
転
特
別
会
計

滝
川
市
官
公
庁
等
整
備
特
別
会
計

江
部
乙
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

第
一
節
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

昭
和
十
八
年
に
滝
川
町
国
民
健
康
保
険
組
合
が
創
設
さ
れ
て
い
た
が、
昭
和

二
十
四
年
の
法
改
正
に
よ
り、
国
民
健
康
保
険
は
市
町
村
が
直
接
行
う
こ
と
が

規
定
さ
れ
た。
こ
れ
に
よ
り
滝
川
町
で
は
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
組
合

経
営
を
公
営
に
切
替
え
て
町
の
特
別
会
計
と
し
た
。

昭
和
二
十
八
年
度
以
降
五
十
三
年
度
分
ま
で
は
市
史
上
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
で
、
本
節
で
は
昭
和
五
十
四
年
度
以
降
平
成
元
年
度
ま
で
の
歳
入
歳
出
決

算
表
を
載
せ
た
。

出

差

二〇
、
四
三
七
、
七
四
九

引

(単
位
円
)

五
五

昭
和
五
四

五
九

五八 五
七
五
六

一、
九
七
二
、
二
五
九、
六
一〇

一、
八
四
七
、
四
六
五、
五
〇
九

一、
五
五
九、
〇〇
二、
四
六
七

歳

一、
五三
八
、
五
六
四、
七
一八

一、
八
三
〇
、
〇
四〇
、
九
八
六

一、
九
六
九、

一二
〇
、
一二
三

二、
一三
〇
、
三
七
四、
一九
七

一、
九
六
七、
〇
〇
〇
、
三
五
一

一、
九
六二
、
三
六
五、
三二
五

三、
三
四〇
、
一〇
一

一八、
二
九
八、
六
六
四

一三
、
八
三
五、
二
七
五
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一、
九
七
六、
二〇
〇、
六〇
〇

一、
九
八
五、
二九
九、
○
一
五

二、
一三
三
、
七
一
四、
二
九
八

上
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ

名

七〇
五
ペ
ー
ジ

七
一
四
ペ
ー
ジ

七
一
三
ペ
ー
ジ

一七、
四二
四、
五
二
三

三、
一三
九、
四
八
七



こ
の
た
め、
翌
年
度
歳
入
繰
上
充
用
金三
六、
六
六
八
、
一一
七
円
で
歳
入
不
足
を
補
て
ん
し
た。

歳

歳
入

九 八 七 六 一

財諸繰 繰

入

産
収

五
共
同
事
業
交
付
金

四
道
支
出
金

金 療
養
給
付
費
交
付

二
国
庫
支
出
金

国
民
健
康
保
険
税

款 歳

平
成
元
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
款
別
決
算
表

六二

六
一

六
〇

六
三

第
六
編
財

政

二、
八
六三
、
八
二
一、
〇
九
〇

二、
六
五
一、
七
九
九、
九
七六

二、
八
八
四、
六
九
七、
五
〇
四

二、
四
五
五、
九
六
一、
三
五
九

三、
二九
六
、
〇
一
七、
二二
五

二、
九
二
三
、
二〇
〇
、
二
四
三

三、
一〇
七、
二
四〇
、
九
九
五

二、
五
八
六、
一三
四、
二
八〇

三、
七六
六、
六
六
四、
八
六三

四
三
二
、
一九
六、
一三
五

一
四、
三
八
三
、
五
〇
〇

二三
、
九
六
二
、
六
〇
八

一三
、
六
四
六、
一二
一

二〇
、
八
三
五、
七
四
五

九
八
四、
九
八
九、
五
九
六

二、
二三
〇、
五三
四、
三
五
九

四
六
、
一
一六、

七
九
九

決

算

出
額 (単

位
円
)

△
四
三
二
、
一九
六
、
一三
五

△二
七
一
、
四〇
〇
、
二
六
七

△
二
二
二、
五
四三
、
四
九
一

△
一三
〇、
一七
二、
九二
一

合
三、
七
二
九、
九
九六、

七
四
六

歲
出
合

計

算

四三
九、
五
八
六、
〇
〇
二

一二
八、
四二
六、
〇
〇
〇

三八
、
九
八
一、
五
五
八

一
九、
三
一
三、
〇
〇
〇

三
七
五、
七
五
九、
五
六
九

一、
六
五二
、
一一
八、
三三
八

一、
〇
七
五、
八
〇
二
、
九二
六

入額

予

繰備

費
前
年
度
繰
上
充
用

一
〇

九

諸

八
支

出
金

債
費

七
公

債

五
保
健
施
設
費

四
共同
事
業
拠
出
金

三

三

老
人
保
健
拠
出
金

二
保
険
給
付
費

一

総 総

款

歳

務
費

三

合

収 越 入

計 入 金 金 入

歳
入
・
歳
出
差
引
不
足
額
三
六、
六
六
八、
一
一七
円

決

九、
三
五
三

六
基
金
積
立
金
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第
二
節
下
水
道
事
業
特
別
会
計

年

六三
六二 六
一

六〇 五
九
五
八 五
七
五
六

五
五

昭
和
五
四

度
歳

入

三、
四二
二
、
七
八
九、
六
五
六

三、
三
〇
二、
五
七三
、
八
一〇

二、
八八
一、
六
八
一、
六
一
七

二、
四
六二
、
二
七
一
、
三
五
九

二、
二
六
七、
〇
九
一、
一二
一

二、
二
八
四、
一〇
六、
七
四
五

二、
一五
八、
八
六
九、
〇
六三

二、
一六
九、
四二
九、
六
一〇

一、
九
五
八、
九
八
八、
九二
〇

・
一、
六二
六、
五
〇
四、
九〇
〇

算

算

二〇
〇
、
五
四二
、
六
二
一

四二
七、
七〇
五、
五
五
五

四二
七、
七〇
五、
五
五
五

人

額

=二
公

債
一
下
水
道
整
備
費

一
下

水
道
費 項

決
算

出

額

(単
位
円
)

八、
〇
三
八、
二
四六

三
五、
一九
一、
九八
一

二
四、
一二
五、
六
八
六

二六
、
一七
八
、
〇
四二

二三
、
九
一六、

二
五
九

二
五、
四
〇
七、
五
三
五

一六、
〇三
四、
四
八〇

八、
四
七
四、
二
一六

九
、
一六
八、
一〇
四

四、
一三
一、
九
五
九

差

引

額

(単
位
円
)

歳
出

決

三、
四
一
四、
七
五
一、
四
一〇

二、
四
三
六、
〇
九三
、
三
一七

二、
八
五
七、
五
五
五、
九三
一

三、
二
六
七、
三
八
一、
八二
九

二、
二
四三
、
一七
四、
八
六二

二、
二
五
八、
六
九
九、
二
一〇

二
、
一四二
、
八三
四、
五
八三

二、
一六〇
、
九
五
五、
三
九
五

一、
九
四九、

八二
〇
、
八
一
六

一、
六二
二、三

七二
、
九
四一

算
額

款二
分
担
金
及び
負
担
金

一
使

用
料

一一
使
用
料
及び
手
数
料

歳

項

決

平
成
元
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
表

滝
川
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
表

決
額

下
水
道
事
業
の
円
滑
な
運
営
と
そ
の
経
理
の
適
正
を
は
か
る
た
め
、
昭
和
四

十
三
年
四
月
一
日
滝
川
市
条
例
第
一
一号
を
も
っ
て
「滝
川
市
下
水
道
事
業
特

別
会
計
条
例
」
を
公
布
し
た
。
昭
和
五
四
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
決
算
状
況
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

款

歳

費

第
三
章
特
別
会
計

一、
〇
五
九、
四
四
二、
三
八
七

二、
五
四〇
、
一一〇

、
一四三

二、
五
四〇、

一一〇
、
一四
三
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政

三、
六
一
二、
三
四二
、
八
六
八

一、
五
六〇
、
〇
一〇
、
C

一、
五
六
〇
、
〇
一〇
、
C

一〇、
五
六
五、

一六
五

一二
四、
〇
七
〇
、
四
七
〇

三、
六
四
〇

四、
六
四
三
、
〇
六
三

一三
九、
二
八二
、
三三
八

八、
〇
三
八、
二
四
六

〇
三
八、
二
四
六

六
五〇
、
五二
七、
〇
〇
〇

六
五
〇
、
五
二
七、

六二
五、
二三
七、
一〇
八

六二
五、
二三
七、

一〇
八

二〇
〇
、
五
四二
、
六
二
一

歳
出

合

四
予
一
諸

一
公五
九
六〇 五
八

五
七
五
六

五
五

昭
和
五
四

年
度

歳
入
決
算
額

歳
出
決
算
額

九
二、
八
五
六

八
九、
〇三
〇

二
九、
六
六四、

〇
七二
二
九、
六〇
六
、
三
〇
四

五
七、
七
六
八

三
七
九、
七
二
八

二、
六
六
七、
二
九
四

二、
三
七
一、
七二
三

二
、
一五六、

六
七六

差
引

額
(単
位

円
)

七
市

五
雑

四
貸
付
金
元
利
収
入

三
預
金
利
子

過
料

二
延
滞
加
算
金
及
び

受
託
事
業
収
入

1

収 越

越

一
他
会
計
繰
入
金

一

金
四
繰

入

一
国
庫
補
助
金

三
国
庫
支
出
金

一
負

担
金

第
六
編
財

債 債 入 入 子入

入 金 金

六
諸

一
繰

五
繰

一
市

合
歳

入
合

計

第
三
節
勤
労
者
福
祉
共
済
特
別
会
計

昭
和
五
十
年
十
月
十
四
日
条
例
第
三
三
号
にも
と
づ
く
「滝
川
市
勤
労
者
福

祉
共
済
特
別
会
計
条
例
」
に
よ
る
昭
和
五
十
四
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
決
算
状

況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一予

備 備

三
諸

支
出 債

計

費 費 費 金 費
三
一、
四
四
一、
三二
〇
三
一、
三
五
二
、
二
九〇

二三
六、
七
四
六、
一九三

三
六、
六
五三
、
三
三
七

三
一、
一五
二
、
七
四
六
三
〇
、
七
七
三
、
〇
一
八

二三
、
三三
〇
、
五三
四
二
〇
、
六
六三
、
二
四
〇

一
五、
二
四二
、
四
八三
一二
、
八
七〇
、
七
六〇

一
一、
四
八
三
、
五
九
六
九、
三二
六
、
九
二
〇

三、
五
九
九、
六
九
八、
五
五
六

一四
六
、
〇
二
六

一四
六、
〇
二
六
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一五 四

繰
越
金

三
繰

入
金

二
財
産
収
入

共
済
掛
金
収

款

収
入
一七
、
五
二
七
、
二
七
六

七三
七、
六
九
六

二、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
一、
一三
七、
六
〇
〇

決天
算 算
入

額

六
予
備
費

五
諸
支
出
金

四
公
債
費

三
金
貸
付
金

住
宅
建
設
資

二一
共
済
給
付
費

一
総
務
費

款 歳

算
額

出
(単
位
円
)

平
成
元
年
度
勤
労
者
福
祉
共
済
特
別
会
計
款
別
決
算
表

六三
三
二
、
八〇
七、
一六
九
三
二
、
〇
六
九、
四
七
三

七三
七、
六
九
六

四
一、
八
三
二

一五
〇
、
二
六
七

各
国
制
度
に
比
べ
て
も
画
期
的
な
こ
の
新
法
の
制
定
に
至
る
背
景
に
つ
い

て、
元
厚
生
省
老
人
保
健
部
長
吉
原
健二
は、
そ
の
著
「老
人
保
健
法
の
解

説
」
の
中
で
概
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
我
が
国
の社
会
保
障
制
定
は、
既
に
西
欧
諸
国
に
比べ
て
ほ
ぼ
遜
色
の
な
い
水
準
に
達

し
て
い
るが、

現
在我
が
国
は、
諸
外
国
に
例を
み
な
い速
さと
規
模で人

口
構
造の
高

齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
口
構
造
の
急
速
な
高
齢
化
と
経
済
の
低
成
長
、
国

の
財
政
事
情
の
悪
化
な
ど
社
会
保
障
を
取
り
巻
く
厳
し
い
環
境
の
変
化
の
中
で、
既
存
制

度
を
見
直
し、
人
間
尊
重
の
精
神
に
基づ
き
社
会
的
公
正
を
確
保し
つ
つ、
活
力
あ
る
福

祉
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会
保
障
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

二
我
が
国
の
老
人
保
健
医
療
対
策
は、
昭
和
四
十
八
年
以
来、
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
医

療
保
険
制
度、
老
人
福
祉
法
に
よ
る
老
人
医
療
費
支
給
制
度
等、
更
に
が
ん・
循
環
器
検

診
等
の
公
衆
衛
生
サー
ビ
ス
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
き
た
が、
老
人
医
療
費
は
今
日
ま
で

の
間
年
急々
激
な
増
嵩
を
続
け
、
一方
、
対
策
が
全
体
と
し
て
医
療
費
の
保
障
に
偏
り、

疾
病
の
予
防
から
機
能
訓
練
に
至
る
保
健
サー
ビ
スの
一
貫
性
に
欠
け
て
い
る
こ
と
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
き
た。

(以
下
略
)

こ
う
し
た
背
景
の
中
で、
国
会
で
も
長
期
に
わ
た
っ
て
審
議
さ
れ
た
新
法
の
目
的、
基
本

理
念
は
条
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
条
こ
の
法
律
は、
国
民
の
老
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
と
適
切
な
医
療
の
確
保
を

図
る
た
め、
疾
病
の
予
防、
治
療、
機
能
訓
練
等
の
保
健
事
業
を
総
合
的
に
実
施し
、

も
つ
て
国
民
保
健
の
向
上
及
び
老
人
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
国
民
は、
自
助
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き、
自
ら
加
齢
に
伴
つ
て
生
ず
る
心
身

の
変
化
を
自
覚
し
て
常
に
健
康
の
保
持
増
進
に
努
め
る
と
と
も
に、
老
人
の
医
療
に
要

す
る
費
用
を
公
平
に
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

2
国
民
は、
年
齢、
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
、
職
域
又
は
地
域
に
お
い
て
老
後
に
お
け

る
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
の
適
切
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る

も
の
と
す
る
。
(以下、

各
条
文
略)

具
体
的
に
は、
費
用
分
担
に
つ
い
て
国
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト、
地
方
公
共
団
体
が
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト、
残
り
の
七
〇
パ
ー
セン
ト
は
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り、
そ

の
対
象
は
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者と
し
て
い
る
。

第
三
章
特
別
会
計

六二
六
一
二三
六、
八
八
五、
〇
三
六
三
六、
八
四三
、
二〇
四

三
四、
四
六
三
、
一五
〇
三
四、
三
一二
、
八
八三

歳
入
歳
出
差
引
残
額
六三
七、
六
一
二
円
翌
年
度
へ繰
越

三
〇
、
七
六
七、
二
一
一

一、
〇
三
五、

一九
一

一二
五、
四
六
五

一七
、
〇
〇

つ、

一
一、
五
五
五、
○
○
○

一、
〇
五
一、
五
五
五

入 歳

歳
入
合
計
三
一
、
四〇
四、
八
二三

歳
出
合
計

第
四
節
老
人
保
健
特
別
会
計

昭
和
五
十
七
年
八
月
十
七
日
「老
人
保
健
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
の

施
行
に
際
し
て
は、
施
行
日
を
定
め
た
政
令
に
よ
り
同
年
八
月
三
十
日
及
び
九

月
十
日
と
指
定
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が、
老
人
保
健
制
度
本
体
の
施
行
日
は
昭

和
五
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
と
さ
れ、
滝
川
市
に
お
い
て
も
同
日
か
ら
こ
の
制

度
を
実
施
し、
特
別
会
計
を
設
置
し
た。

決

二、
二
五
一
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歳
入
歳
出
差
引
残
額
三
六、
八
八
二、
六
三
五
円
翌
年
度
へ
繰
越

歳 六 五 四 1

諸

六
三 売発空

六二 六
一

六〇 五
九

五
八

昭
和
五
七

度

収 入

三
道
支
出
金

二
国
庫
支
出
金

支
払
基
金
交
付
金

款 歳

平
成
元
年
度
老
人
保
健
特
別
会
計
款
別
決
算
表

三
、
九
五三
、
三二
四、
八
八
一

二三
、
一四
三
、
三
三
八

一九
〇
、
四
八
一、
八
九
四

一九
四、
四
九
一
、
〇
〇
〇

七
七
四、
三七
八、
五三
八

二、
七
七〇
、
八三
〇
、
一一
一

額

入

歳
出

五
予

四
諸
支
出
金

三
公

債

二
医
療
諸
費

総
款務 歳

計 費 費 費

三、
四
六
一、
八
四
九、
〇
八
二

二、
八
一三
、
〇三
二、
三
四
五

二、
五八
三
、
〇
七
五、
一八
一

二、
三三
一、
二
六
五、
八三
六

二、
一五
一、
二二
九、
八
六
八

一、
九
一
五、
二
一二
、
五
三
五

一〇
九、
五
一四、

九
八八

算
額

差
額

額

出 (単
位
円
)

一
一、
〇
四
九、
八
六
七

一四、
三二
八、
九
九
九

一七、
七
七
九、
〇
八
九

七
二
七、
八
六
一

四
七
、
九
一三
、
六
二
七

三
三
、
四
六
五、
五
七
六

(単
位
円)

第
六
編
財

政

入
決

三、
四
六
一、
八
四
九、
〇
八
二

二、
八
二
四、
〇
八
二、
二
一
二

二
、
五
六
八、
七四
六、
一八
二

二、
三
四
九、
○
四
四、
九
二
五

二、
一五
一、
九
五
七、
七
二
九

一、
九
六三
、
一二
六、
一六
二

一四
二
、
九
八
〇
、
五
六
四

算
額

滝
川
市
老
人
保
健
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
表
(昭
和
五
十
七
年
度
以
降)

歳
出

決

合 備
一
一、
二八
七、
三六
六 C

三、
九〇
二
、
一〇
〇
、
七
四三

三
、
〇
五
四、

一三
七

算

三
、
九
一
六、
四
四二
、
二
四
六

○

年

入
合

繰
越

繰

入 金 金 金入

計

歲

決

算

1

決

引
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第
三
章
特
別
会
計

第
五
節
公
営
住
宅
事
業
特
別
会
計

昭
和
四
十
九
年
に
設
置
さ
れ
た
滝
川
市
公
営
住
宅
敷
金
特
別
会
計
は、
昭
和

六
十
二
年
度
で
廃
止、
昭
和
六
十三
年
度
か
ら
公
営
住
宅
事
業
特
別
会
計
と
統

合
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て、
昭
和
六
十
二
年
度
の
会
計
決
算
は、
歳
入
歳
出
同

額
と
し
て
収
支
の
均
衡
を
は
か
っ
て
いる
。
昭
和
五
十
四
年
度
以
降
の
決
算
状

況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

滝
川
市
公
営
住
宅
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
表

(単
位
円
)

年
度
|

一九
、
二
六
九、
八
七
四
一七、

六
一
七、
七〇
〇

三
六
、
九
五
六、

二
四、
六
二
九
、
二
五
(

一
四、
四
七
八、
〇
五
C
一、
一九
九、
三
五三

〇五(
一、
六
五
二
、
一七
四

一
、
〇
四
六、
九
五
二

一、
八
五
六、
七二
二

八 七 六 五

繰 市 諸 繰

四
財
産
収
入

三
道
支
出
金
一
六、
八
二
五、
〇
〇
〇
三

諸
支
出
金

二
国
庫
支
出
金
二
八
六、
四
九
四、
六二
二
二

公
債

費
三
三
三
、
二二
〇
、
二二
六

手
数
料

使
用
料
及
び

款

成

決

算

入

額
款

歳

決

算

(単
位
円
)

出

客額

歳
入
決
算
額

歳
出
決
算
額

七
五三
、
五
四三、

〇
三
一
七
四
七、
九六
六、
二
六
七

六三 六
二
六
一

五、
五
七
六
、
七
六
四 ○

六
〇

五
九

五
八

五
七
五
六

五
五

三
八
、
〇
〇
三
、
〇
〇
二

二
六、
四
八
五、
九
七二

一五、
六
七七、

四〇三
二
五、
五一
七、
〇
一
七

五
六
、
四
六三
、
一二
二

三
八、
五
六九、

六
四
六

三二
、
四
五三
、
九
五
六

四
一、
六八
八、
三〇
五
四
一、
六八
八、
三〇
五

三〇
、
七
五
四、
六〇
〇
一、
六
九
九、
三
五
六

三
七、
二
五
一、
五
〇
〇

一、
三
一
八、
一四
六

二
五、
一四
四、
五〇
〇

五
四、
九
六
三
、
五
〇
〇
一、
四
九
九、
六二
一

三
七
二
、
五
一
七

第
六
節
市
立
病
院
特
別
会
計

歳
入
歳
出
差
引
残
額
二、
四
九
八、
三
四
七
円
翌
年
度
へ
繰
越

歳
入
合
計
九
四
九
、
七
五
〇
、
二二
二
歳
出
合
計

五、
五
七
六
、
七
六
四

一三
六
、
四〇
〇
、
〇
〇
〇

一
〇、
六
七
〇
、
七
二
五

八
四、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇

三七
〇
、
三
四
二
四
予
備

費

住
宅
事
業
費

九
四
七、
二
五
一、
八
七
四

四
八、
〇
九
八、
四
五〇

五
六
九、
九
三
三、
一九
八

四
四
六、
九
七
二
、
三
一一
1

平
成
元
年
度
公
営
住
宅
事
業
特
別
会
計
款
別
決
算
表

一

越

収 入
金 債 入 金

差
引

額

昭
和
五
四

滝
川
市
立
病
院
は、
当
時
の
町
民
の
大
き
な
期
待
の
も
と
に
昭
和
九
年
十
一

月
一
日
町
立
社
会
病
院
と
し
て
開
院
以
来
五
十
数
年
に
わ
た
り、
地
域
の
基
幹

病
院
と
し
て
の
使
命を
果
た
し
な
が
ら
現
在
に
及ん
で
いる
。
この
間
、
数
次

に
わ
た
る
新
・
改
築
な
ど
の
経
緯
も
含
め
て、
そ
の
沿
革
と
現
況
に
つ
い
て
は

市
史
上
巻
並
び
に
続
巻
の
第
七
編
第
一
章
第
四
節
に
詳
細
記
述
さ
れ
て
い
る
。

本
節
で
は、
昭
和
五
十
四
年
度
か
ら
五
十
六
年
ま
で
の
企
業
会
計
方
式
に
よ

217



第
六
編
財

政

る
収
入
・
支
出
状
況
を
掲
載
し
た
。
な
お、
こ
の
市
立
病
院
特
別
会
計
は、
昭

和
五
十
七
年
度
か
ら
江
部
乙
国
民
健
康
保
険
病
院
特
別
会
計
と
と
も
に、
滝
川

市
病
院
事
業
会
計
と
し
て
統
合
さ
れ
た
の
で、
昭
和
五
十
七
年
度
以
降
につ
い

企
業
会
計
方
式に
よ
る
収入
・
支
出
表

収

入

支

二八〇
、
九
七
八、
五
六
二

二、
三三
二、
九二
一、
七二
四

三八
七、
〇
七
九、
四
七
四

二、
一五
九、
一五
五、
四
七
一

一〇
一
、
〇
六
六、
五三
二

一、
八二
九、
四
九
三
、
六二
〇

た
。

出
差

△ △

五
五、
〇
〇
〇
、
〇
六
二

四
七、
八
八
六、
三
九
一

△
八二、

六
九六、

三六
六

二
一、
六
九
一、
一九
一

△
』
一〇
、
二
四
二
、
九
八
三

一二
一、
九
八〇
、
八
一
五

引 (単
位
円
)

年

五
六

五
五

昭
和
五
四 度

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

区
分

収
益
的

資
本
的

収
益
的

区
分

収

三
四
一、
七八
七、
三
六
六

一〇、
〇
六
二
、
〇
〇
〇

三
二
二
、
五
四
三
、
四
一四

支

三
五
四、
四六
八、
五二
五

一二
、
二一
四、
八
三
七

三
二
七
、
六二
四、
三二
二

差

△ △

一
二、
六
八
一
、
一五
九

二、
一五
二
、
八
三
七

五
、
〇
八
〇
、
九
〇
八

引 (単
位

円
)

開
院
以
来
の
沿
革
と
現
況
に
つ
い
て
は、
市
史
上
巻
並
び
に
続
巻
の
第
七
編

第
一
章
第
五
節
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
本
節
で
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
か
ら
五

十
六
年
度
ま
で
の
企
業
方
式
に
よ
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
記
載
し
た
。

な
お、
滝
川
市
立
病
院
特
別
会
計
と
同
じ
よ
う
に、
昭
和
五
十
七
年
度
以
降

に
つ
いて
は
滝
川
市
病
院
事
業
会
計
に
統
合
さ
れ
た
の
で、
第
八
節
滝
川
市
病

院
事
業
会
計
に
記
載
し
た
。

年

五
五

昭
和
五
四

度
出

企
業
会
計
方
式
に
よ
る
収
入
・
支
出
表

入

滝
川
市
立
江
部
乙
国
民
健
康
保
険
病
院
は、
昭
和
十
三
年
十二
月
五
日、
元

榛
谷
病
院
跡
に
開
設
さ
れ
た
村
立
江
部乙
医
院
が
そ
の
前
身
で
あ
る
。
そ
の
後

幾
多
の
変
遷
を
経
て
昭
和
四
十
五
年
か
ら
江
部
乙
町
国
民
健
康
保
険
病
院
と
な

り
、
更
に
滝
川
市
と
の
合
併
に
よ
り
新
市
に
引
継
が
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

第
七
節
江
部
乙
国
民
健
康
保
険
病
院
特
別
会
計

二二
五、
九
七八、

五〇
〇

二、
二
八
五、
〇
三
五、
三
三
三

三
〇
四、
三八
三
、
一〇
八

二、
一八〇

、
八
四
六、
六
六二

九
〇
、
八
二
三
、
五
九
九

一、
九
五
一
、
四
七
四、
四
三
五

て
は、
第
八
節
滝
川
市
病
院
事
業
会
計
と
し
て
新
設
し、
こ
れ
に
記
載
し
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58

年 度

57

年 度 年
度

資 本 的 収 益 的 資 本 的 収 益 的

区
分第
三
章
特
別
会
計

計 計
江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計
江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計
江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計
江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

院
収

八
八
六、
一〇
九、
三
〇
二

三
二、
四
八
四、
三
六〇

八
五
三
、
六二
四、
九
四
二

二、
八
八
三
、
四
二
〇
、
九
五二

三
五
七、

一六
二
、
二二
七

二、
五二
六、
二
五八、

七二
五

八
七
八、
六
四
一、
四
二
五

四、
九
二
一、
〇〇

八
七三
、
七
二
〇
、
四
二
五

二、
七
四
五、
七
三
五、
五
五
七

三三
八
、
〇
七
二
、
四
五
八

二、
四〇
七
、
六
六
三
、
〇
九
九

支

一、
〇二
五、
二一
九、
九
一七

三二
、
六
四
六、
八
二
六

九
九
二
、
五
七
三
、
〇
九
一

三、
○
一
四、
六
六〇
、
三
四二

三
五
八、
八
三
三、
五
四二

二、
六
五
五、
八二
六、
八〇
一

九
七
八、
四
九〇
、
六
一
七

四、
九
三
四、
○
三
四

九
七三
、
五
五
六、
五
八三

二、
七三
三
、
二
五
四、
三
七
八

三
四
一
、
〇
九
四、
五
四
五

二、
三
九
一、
一五
九、
八
三
三

一三
九、
一
一〇
、
六
一
五

△
一三
八、
九
四
八、
一四
九

△
一六
二
、
四
六
六

△

一三
一
、
二三
九、
三
九
一

一、
六
七
一、
三
一
五

△
一
二九、

五
六
八、
〇
七
六

九
九、
八
四
九、
一九二

△△ △

九
九、
八三
六、
一五
八

一三
、
〇
三
四

一二
、
四
八
一、
一七
九

三
、
〇
二
二
、
〇
八
七

一五、
五
〇
三
、
二
六六

(単
位
円
)

し
た
が
っ
て、
第
三
章
の
第
六
節、
第
七
節で
は、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
会
計
と

し
て
市
史
上
巻
の
継
続
分
と
し
ての
記
録
と
し
、
五
十
七
年
度
以
降
に
つ
い
て

は
本
節
を
新
し
く
設
定
し
て
病
院
事
業
会
計
を
記
載し
た
。

出
差

△ △ △ △

四
五、
三〇
一、
六
八
七

九
一、
九
〇
五

四
七
四、
四
六
五

第
八
節
滝
川
市
病
院
事
業
会
計 五
、
三一
四、
八
六〇

三
三
〇
、
五
九三
、
九
六
八

五、
九
六
八
、
〇
〇
〇

五
六

資
本
的

収
益
的

資
本
的

六、
四
四二
、
四
六
五

三
七
五
、
八
九
五
、
六
五
五

五、
四〇
六
、
七
六
五

ら
は
滝
川
市
病
院
事
業
会
計
と
し
て
一本
化
さ
れ
た
。

引

年
度
別
病
院
事
業
会
計
の
状
況
(昭
和
五
十
七
年
度
以
降)

病
院
会
計
は、
昭
和
五
十
六
年
度
ま
で
市
立
病
院
特
別
会
計
と
江
部
乙
国
民

健
康
保
険
病
院
特
別
会
計
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
が、
昭
和
五
十
七
年
度
か

入

病
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第
六
編
財

井
三

計 計

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計
江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計
江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

四、
七三
四、
一九
九、
六
一
五

四二
四、
六
六
一、
〇
六
六

四、
三〇
九、
五三
八
、
六〇
九

二
七
七、
七
八
六、
五
〇
〇

一六、
九
七六、〇

〇〇
二六
〇
、
八
一
〇
、
五
〇
〇

四、
二
八六、

八二
七、
一九
一

四
一
六、
二七
二
、
四〇
〇

三
、
八
七〇
、
五
五
四、
七
九
一

二
一
六、
一四
二
、
五〇
〇

四〇
、
八〇
八
、
〇
〇
〇

一七
五、
三三
四、
五
〇
〇

三、
七
七
〇
、
一
一五、

一三
四

四〇
五、
六〇
七、
〇
四二

三、
三
六
四、
五〇
八
、
〇
九
二

四
四
八
、
三
四
〇
、
五
〇
〇

一七、
八六二、

〇
〇
〇

三、
一二
八、
六二
四、
八
九
四

三
六
七、
八二
〇
、
七
八
九

二、
七
六〇
、
八
〇
四、
一〇
五

四
、
四〇
二、
〇
〇
七、
七六
二

四
二
四、
一〇
七、
五
六
四

三、
九
七
七、
九
〇
〇
、
一九
八

三
五
三
、
二
五
一、
〇
八
八

二二
、
一二
〇
、
九
〇
七

三
三
一、
一三
〇
、
一八
一

四
、
〇
八
二
、
五
一〇
、
七
六
八

四〇
九、〇

八
四、
一七二

三、
六
七三
、
四二
六、
五
九
六

三
四〇
、
〇
九
九、
一三
七

四
五、
七
四
九、
六
七〇

二
九
四、
三
四
九、
四
六
七

三、
六
八
四、
六
一〇
、
六
一九

三
九
九、
八〇
一、
八
一
六

三、
二八
四、
八〇
八
、
八〇
三

六
八三
、
六
二
四、
五
八
四

一八、
八二
二
、
九
六
一

六
六
四、
八〇
一、
六二三

三、
二
七
四、
〇
九
六、
二
七
七

三八
八、
三
八
八、
七三
八

二、
八八
五、
七〇
七、
五三
九

三
三
二
、
一九
一、
八
五
三

五
五
三
、
四
四二

三三
一、
六三
八、
四
一
一

七
五、
四
六
四、
五
八
八

△ △
五
、
一四
四、
九〇
七

七
〇
、
三
一
九、
六
八
一

△

二〇
四、三

一
六、
四二三

七、
一八
八、
二二
八

一九
七、
一二
八、
一九
五

△
一二
三
、
九
五
六、
六
三
七

△
四、
九
四
一、
六
七〇

△
一
一九、

○
一
四、
九
六
七

八
五、
五〇
四、
五
一五

五、
八〇
五、
二二
六

七
九、
六
九
九、
二
八
九

△
二
三
五、
二八
四、
〇
八
四

△
九
六
〇
、
九
六
一

△
二
三
四
、
三二
三
、
一
二三

△
一
四
五、
四
七
一、
三
八三

△
二〇
、
五
六
七、
九
四〇

△
一二
四、
九
〇
三
、
四
三
四

62 年 度 61 年 度 60 年 度 59

年

度

収 益 的 資 本 的 収 益 的 資 本 的 収 益 的 資 本 的 収 益 的

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計

四
三
〇
、
四
七
八、
五〇
〇

政
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第
三
章
特
別
会
計

合 台

()

医
業
外
収
益

I
医

業
収

益

二
国
保
病
院
事
業
収
益

高
等
看
護
学
院
収
益

(三)()医
業
外
収
益

I
医
業
収
益

市
立
病
院
事
業
収
益

収

項

1
収
益
的
収
入
及
び
支
出

計

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

計

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

江
部
乙
国
保
病
院

滝
川
市
立
病
院

六
七、
五
四
九、
〇
〇
〇

一四、
五
一八、

○
○
○

五
三
、
〇
三
一、

四、
六
九
五、
五
〇
四、
三
一
五

四〇
六、
六〇
六、
八
四二

一
六三
、
三三
五、
三
〇
〇

一三
、
二
四
八、
〇
〇
〇

一五
〇
、
〇
八
七
、
三
〇
〇

四
四
一、
七〇
二
、
〇
四二

二三
、
五
八三
、
六三
八

四
一
八、
一一
八、
四〇
四

四、
六
九
五、
二〇
〇
、
八
七
五

四二
八
、
八
一
四、
一
四
一

四、
二六
六、
三八
六、
七
三
四

三
七
七、
九
五〇
、
四
八
九

二二、
二
四
七、
七
四
三

三
五
五、
七〇
二
、
七
四
六

四、
七二
五、
〇
五
三
、
一七
四

一五、
一一二

、
八
九
五

四
四
三
、
五
五三
、
五
四
五

四
五八
、
六
六
六、
四
四
〇

四
八、

一四
六、
二
九
二

一
六
一、
五
五
七、
九
七
〇

四、
〇
五
六、
六
八
二、
四
七
二

四、
二六
六、
三
八
六、
七
三
四

算

出

額 (単
位
円
)

△
三
七
四、
一五
三、
〇
四
二

九
、
〇
六
五、
六三
八

△
三
六
五、
〇
八
七、
四
〇
四

三〇
三
、
四
四
〇

二
二
、
二〇
七
、
二
九
九

△

二
二
、
五
一〇
、
七
三
九

△二
一
四、
六
一
五、
一八
九

△
八、
九
九
九、
七
四三

△
二
〇
五、
六
一
五、
四
四
六

63 年 度度

資 本 的 収 益 的 資 本 的

平
成
元
年
度
滝
川
市
病
院
事
業
会
計
決
算
表決

四、
七二
一、
〇
三
四、
五
七
六

二二
、
四
八
九、
八
七
六

四〇
九、
六
四
七、
二二
七

予
備

費

四
三
二
、
一三
七
、
一〇
三

二
国
保
病
院
事
業
費
用

高
等
看
護
学
院
費
用

(二)
医
業
外
費
用

(
医

業
費
用 項 支計

備
費

(二)
医
業
外
費
用

(三)
予

台(
医
業
費
用

(四)

四
八
、
九
五
五、
一五
二

(三)

一
四
四、
六
四
九、
三三三

四、
〇
九
五、
二
五二
、
九
八
八

四、
二八
八、
八
九
七、
四
七三

算

入

額

合

款市
立
病
院
事
業
費
用

一

決

O

一
一

款

計 計

四、
二八
八、
八
九
七、
四
七三

○

△
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政

決
算

八
五
、
五
四
五
、
〇
〇
〇

五
〇
、
○
○

二、
五
〇
〇
、
C

一
一、
〇
六
四
、
C

一
八、
九
〇
〇
、

三
二
、
五
一
四、
C

二、
八
二
六
、

五〇
、
二〇
五
、
○

入

額

合 (三)

司

(三)(二)(一)
款

貸

付

()
企
業
債
償
還
金

(
建
設
改
良
費

二
国
保
病
院
資
本
的
支
出

企
業
債
償
還
金

建
設
改
良
費

市
立
病
院
資
本
的
支
出

決
算

出

額 (単
位
円
)

第
六
編
財

収
益
的

資
本
的

収
益
的

区
分
:

企
業
会
計
方
式
に
よ
る
収
入
支
出
決
算
表

市
の
公
益
事
業
と
し
て
の
水
道
事
業
会
計
は、
昭
和三
十
三
年
から
公
営
企

次
に
昭
和
五
十
四
年
度
以
降
の
年
度
別
歳
入
歳
出
決
算
を
掲
げ、
平
成
元
年

度
分
に
つ
い
て
は
損
益
計
算
表
を
付
し
た。

業
法
の
一
部
を
適
用
し
、
現
在
は
企
業
会
計
方
式
と
な
っ
て
い
る
。

基
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額三
七〇
、
七
一
五、
七
九
二
円
は、
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
二
五
三
、
二
六
四
円
及
び
過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金三
七〇
、
四
六
二
、
五
二

八
円で
補て
んし
た。

合 四)(三)(二) ()
貸 補 出 企
付付
金 助 資 業

収計
: 入 金 金 債

◆

二
国
保
病
院
資
本
的
収
入

出

1
貸
付
金
収
入

◆

()

資
金

一
市
立
病
院
資
本
的
収
入

款五
五

昭
和
五
四

五八
九、
六
九
五、
七
一
八

三
一
八、
九
四
五、
八
〇
〇

六〇
九、
〇
六
二、
四
一〇

支

六〇
三
、
七
五三
、
二
六〇

四
三
七、
〇
六
七、
一〇
六

五
七
九、
九
四
七、
三
五
六

差

△
一四、

〇
五
七、
五
四二

二
九、
一
一五、

○
五
四

△
一
一八
、
一二
一、
三〇
六

引 (単
位
円
)

入
出

金 金 費金

四
五
六
、
二
六〇
、
七
九
二

五〇
、
〇
〇
〇

一六、
五
九
六、
二
八
八

二
一、
四
九
六、
一〇
〇

三
八、
一四二、

三
八
八

七、
八
七
八、
〇
〇
〇

一八
八
、
五
六
一、
八
三
九

二二
一、
六
七
八
、
五
六
五

四
一
八、
一
一八
、
四
〇
四

.

222

2
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
項

五
三
、
〇
三
一、
〇
〇

1

貸企

付
項 支計

第
九
節
上
水
道
特
別
会
計

年
度

収



第
三
章
特
別
会
計

二
営
業
外
収
益

一
営
業
収
益

一
水
道
事
業
収
益

収

項

平
成
元
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
表

六三 六二 六
一

六〇 五
九

五
八

五
七

五
六

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

収
益
的

資
本
的

九
五
三
、
六
八
八、
五
〇
〇

一、
〇
三
八、
八一
一、
八二
七

八二
八、
二
九
六、
五
〇
〇

九
五
三、
四〇
一、
九
〇
六

三
九
六、
六
八
一、
一〇
〇

八
八
一、
一〇
九、
七
一
九

二二
七
、
五
六
二
、
五
五
〇

七
六
四、
八
九
九、
四
九
八

一
八二
、
四
六
六、
五〇
〇

七
七
八
、
三
四
七、
五
〇
九

二〇
五、
四
六
二
、
四〇
〇

七
六
七、
四三
二
、
四
五
七

三
七
一
、
一七
二
、
六
四
〇

八三
二
、
六三
二
、
三
八
三

三二
二、
八
六八、

七
九八

六
九
九、
二〇
六、
六
〇
七

三
四
七
、
八
九
九、
〇
六
四

一、
一六
七、
三
五〇
、
三
六
九

九
二
三
、
〇
〇
七、
〇
四
七

一、
〇
七
三
、
一七
四、
一二九

八
六
八、
〇
七二
、
〇
〇三

六〇
五、
九
三
六、
三
九
九

七
九
八、
二二
〇
、
三
六
八

四三
三
、
七三
四、
六
七六

七三
四、
八
九
一、
九
一八

三
七
九、
〇
五
二、
九
六
九

七
一
七、
五
一
六、
六
六
九

三
九
八、
五
六
六、
七
五
四

七〇
二
、
〇
一
九、
九
七三

五
二
三
、
七三
二
、
〇
四
四

七
二
八、
五
五
七、
六
六
〇

四
六
一、
〇
六
〇
、
五
七
〇

五
九
五
、
三
七
五
、
〇
五
八

四
五
九、
八
七
八
、
〇
五
二

△二
一
三、
六六
一、
八
六
九

一一
五、
八〇
四、
七
八〇

八
五、
三二
九、
九〇
三

△二
四
四、
八
七
七、
六二
九

△二
〇
九、
二
五五、
二
九
九

八二、
八
八
九、
三
五
一

△二
〇
六
、
一七
二
、
一二
六

三〇
、
〇
〇
七
、
五
八
〇

△
一
一
二、
九
七
八、
九
八
八

一〇
〇
、
八
三
一、
五
四
九

△
一三
八、
一九
一、
七
七
二

一〇
四、
〇
七
四、
七二
三

△
一
五二
、
五
五
九、
四〇
四

六
五、
四
一
二、
四
八
四

△
一
七三
、
五
九
〇
、
五
六
六

六〇
、
八
三
〇
、
八
四〇

△二
一
六、
一〇
〇
、
二
五
四

三
予

1 款

備
二
営
業
外
費
用

一
営
業
費
用

水
道事
業
費
用

支
費

項
決

算

出

額

(単
位
円
)○

収
益
的
収
入

款
決

算

四
九、
九
九
五、
二
六
二

九
九
九、
七
八
四、
六
七
二

一、
〇
四
九、
七
七
九、
九
三
四

入
額

収
益
的
支
出

一九
六、
五二
七、
一三
五

七
三
一、
七
五八、

〇
四
一

九二
八、
二八
五、
一七
六
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基
本
的
収
入

そ
の
他
の
施
設

公公 学
営
住

園 宅 校

そ
の
他
の
施
設 舎 分

建

物

二八
四、
一二
三
・
三
五

七
四、
九
八
八
・
六
四

一、
四
七
七
・
二
六

一
一五、

七
七
九
・
〇
四

八
三
、
二
六
三
・
九二

二、
三
四三
・
二
五

六、
二
七
一
・二
四

(延
面
積
)

(単
位
平
方
メ
ー
ト
ル)

市
史
上
巻
に
は、
明
治三
十
五
年
七
月
四
日
空
知
支
庁
長
か
ら
出
さ
れ
た

地二、
〇
六
三
、
七
四
八
・
九
五

七
四
一、
二
〇
九
・
五
六

四
七
七
、
〇
〇
六
・
〇
〇

三
六二
、
八
四
〇
・
〇
九

三
九
〇
、
五
七
九
・
八
二

八
六、
五
七五・

〇
六

五、
五三
八
・
四
二

ア
行
政
財
産

一
公
有
財
産

1
土
地
及
び
建
物

「空
知
支
庁
ノ
町
村
基
本
財
産
ニ
関
ス
ル
訓
令
」
以
来、
昭
和
五
十
三
年
度
ま

で
の
経
緯が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
年三
月
三
十
一
日
現
在
の
滝
川
市
の
公
有
財
産
は
次
表
の
と
お
り
で

あ
る
。

基
本
財
産
特
別
会
計

開
村
以
来、
歴
代
首
長
は
地
方
自
治
体
と
し
て
、
財

政
を
助
長
し
、
そ
の
振
興
を
は
か
る
た
め
に
基
礎
と
な
る
財
産
を
保
有
す
る
こ

と、
す
な
わ
ち
基
本
財
産
を
造
成
し
維
持
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
き
た
。

(地
積) 基
本
的支
出

三
開

発
一、
一〇
七、
〇
〇
〇

七
四、
〇
四
九、
五
九
七

一、
〇
八
七、
五
六
三
、
六
六
五

一、
一六
二、
七
二
〇、
二
六二

224

第
六
編
財
三
、
政

〇
〇
〇

〇
一
七
〇
、

二〇
〇
、

一
三、
八
五
〇
、
一〇
三

C
〇
〇
、

C C

一〇
三
一
資
本
的支
出

11
企
業
債
償
還
金

一
建
設
改
良
費

一
資
本
的
収
入

資 業

金金 金 金 債

五
受
益
者
分
担
金

四
工
事
負
担
金

三
国
庫
補
助

二
出 一
企

計

公
共
用
財
産

行
政
機
関

そ
の
他
の

庁 区

土

五
一、

六
五
四、
〇
〇
(

八
八
九、
〇
五C

費

第
十
節
基
本
財
産
特
別
会
計
及
び
市
有
財
産



イ
普
通
財
産分

土
地
(地
積
)金

五、
〇
〇
一、
九〇
八
・
九
五

建建

一
一、
四
九
二
、

一〇
九
、
五
〇
七
、

八
〇
二
、

C
C

公
営
住
宅
敷
金
基
金

体
育

振
興

基
金

大
学

等
設
置
基
金

生
涯
学
習
振
興
基
金

二、
四
一
四、

芸
術
文
化
振
興
基
金

三
、
二二
六
、
C

七、
六
四
四、
C

五〇
、
四〇
二
、
〇

二、
一
五
三
、
C

七〇
、
四
六
二
、
七
八
九

二、
七
一
六、
〇
〇
〇

三、
八
八
六
、
〇
〇
〇

額 (単
位
円
)

合
三、
四
一八、

六
一七、

九八
八

四
四、
七
八
七

九
、
六
六二
、
五
八
八

六
一
、
三
四
一、
〇
〇
〇

四
一、
八
四三
、
〇
〇
〇

四
、
一二
〇
、
C

O O

校 政 産
債

調 育

ヨ

林
基

基 基 基

庁
舎
建
設
費
積
立
基
金

: 土 学 財 財 減

地
開

発
基

金 金 金 金 金

地

基
金

管
理

ご
み
処
理
施
設
建
設
費
積
立
基
金

地

国
際
交
流
事
業
基
金

交
通
安
全
対
策
事
業
整
備
等
基
金

社
会
福
祉
事
業
振
興
基
金

墓 職
員
福
利
厚
生
基
金

開
基
百
年
記
念
事
業
基
金

整 成 基

基
金

の
名
称

計

第
三
章
特
別
会
計

(
未
来
づ
く
り
基
金

立
木

イ
学
校
林
基
金

土
地

ア
財
産
育
成
基
金

1
基
金
に
属
す
る
財
産

立
木

土
地

六、
一七
〇
、
三
八
四
㎡

五
、
五二
〇
%m

五
五
八
、
八
九
八
㎡

五三
、
九
九
〇
%Ⅲ

来
の
都
市づ
く
り
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て、
平
成二
年
三
月
二
十
八
日
「未
来づ
く

り
基
金
」
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

ア
未
来
づく
り
基
金

一
億
円

(平
成
二
年
四
月
積
立)

四
北
海
道市
町
村
備荒
資
金
組合
積
立
金

四
九、
○
一
九、

一九
五
円

二
八、
〇〇
八、
八
四八
円

一
〇〇
、
五
五
四、
〇
〇
〇
円

二
三
四、
八
一
五
、
〇
〇
〇
円

二
機

1
基
金
保
管
状
況

三
基

二
債

金 権

(航
空
機)

計

勤
労
者
福
祉
共
済
基
金

商
業

振
興
基

金

基
金
の
名
称

消
防
施
設
整
備
基
金

育
英

事
業

基
金

二二
二、
三
七
五、
七
九
四

七
九
九、
○
一
七、
二
一
九

四
三
六、

一
一
一

発
明
工
夫
奨
励
基
金

水
田
農
業
確
立
推
進
事
業
基
金

滝
川
西
高
等
学
校
整
備
基
金

九〇
八
、
六
一
七
、、

二
九
三
、
六
六
五、

九
二
、
〇
四
(

二、
九
六
九、
〇
〇
〇

一〇
、
六
一
四、
七
〇
〇

七〇
八、

一六
七
、
〇
〇
〇

額

一八
、
一九
九
・
五
六

一八、
一九
九
・
五
六

(単
位
平
方
メ
ー
ト
ル
)

産
五
件

物
(延
面
積)

四)(三)(二)

日
有
価
証
券

有動

出
資
によ
る
権
利

二
〇
件

普
通
財
産

五、
〇〇
一、
九
〇
八
・
九
五

区
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こ
の
基
金
は、
滝
川
市
開
基
百
年
を
記
念
し
て、
超
長
期
(一
〇
〇
年
)
を
展
望
し
た
未

金

O
C



政

税

第
四
章
納

第
一
節
納
税
奨
励
と
納
税
組
合

諸
税
納
入
成
績
の
向
上
と
納
績
思
想
の
普
及
徹
底
を
は
か
る
た
め
、
歴
代
の

理
事
者
は
常
に
努
力
し
て
お
り、
滝
川
市
に
お
い
て
も
大
正
時
代
から
納
税
奨

励
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る。
滝
川、
江
部乙
と
も
に、
そ
れ
ぞ
れ
奨
励
規
定

を
制
定
し
て
い
る
が、
こ
れ
ら
の
経
過
は
市
史
上
巻
七
一
六
ペ
ー
ジ
に
記
述
さ

れ
て
い
る。
江
部
乙
町
と
の
合
併
以
後、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
規
則
第
一

二
五
号
を
も
っ
て
「
滝
川
市
納
税
奨
励
規
則」
を
制
定
し、
納
税
貯
蓄
組
合
及

び、
そ
の
連
合
会
の
設
立
と
、
組
合
育
成
の
た
め
の
事
務
費
、
補
助
金
の
交
付

並
び
に
納
税
功
労
者
の
表
彰
に
必
要
な
事
項
を
定
め
て
い
る
。

納
税
奨
励
の
た
め
の
組
合
設
立、
運
営
に
際
し
て
市
の
規
則
が
幾
度
か
改
正

さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
元
年
八
月
七
日
現
在
の
制
度
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

円
。

(1)各
納
期
ご
と
に
完
納
し
た
場
合
納
付
済
額
の
一、
〇
〇
〇
分
の
八
以
内

(2)(1)

納
期
延
長
を
特
に
認
め
納
期
内
に
完
納
し
た
場
合
納
付
済
額
の
一、
〇
〇
〇
分
の

六
以
内

(3)
二月
二
十
日
ま
で
に
全
額
納
付
し
た
場
合
納
付
済
額
の
一、
〇
〇
〇
分
の
五
以
内

(4)
二月
二
十
日
ま
で
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
納
付
し
た
前
記
以
外
の
組
合

納付
済
額
の
一、
〇
〇
〇
分
の三
以
内

た
だ
し
、
特
別
補
助
金
は、
当
該
年
度
に
お
いて
一〇
万
円
を
超
え
て
交
付
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

以
上
の
規
定
に
よ
り
昭
和二
十
八
年
以
降、
市
町
長
表
彰、
空
知
支
庁
長
、

道
知
事
表
彰
と
多
く
の
組
合
・
個
人
が
受
彰
し
て
い
る
。

歴
代
連
合
会
長
名、
期
間
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

滝
川
市
街
地
区
連
合
会
長

初
代
照
本

二代
柴
田
棟
造

市
蔵

就
任

昭
三
六・

三
・
三〇
～
昭五
一・

五・
二
八

同
五
一
・
五
・
二
九
～
同
五
九・

六
・
一三

三代
木
井
鉱
策

同
五
九・

六
・
一四
～
現
在

初
代
福
田
義行

二
代
宮
崎
久男

三
代
堀
田
健
司

同
六三
・
一二
・
八
～
現
在

江
部
乙
地
区
連
合
会
長昭三
九・

二・二
九
～
昭
五
九・

八
同
五
九・

八
・二
八～
現
在

昭
四二
・
八・
一
九～
昭
五〇
・
五・二

五

注
中
空
知
地区
と
は、
滝
川
税
務
署
管
内
の
滝
川
・
芦
別
・
赤
平
・
砂
川
・
歌
志
内
・
奈

井
江
・
新
十
津
川
・
上
砂
川
・
浜
益
の
五
市
三
町
一
村
で
あ
る
。

3
特
別
補
助
金
と
し
て

1
納
税
貯
蓄
組
合
設
立
補
助
金
は
組
合
員
二
〇
人
未
満
は
一
組
合
に
つ
き、
一、
〇
〇
〇

円、
二〇
人
以
上
三
〇
人
未
満
二
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
人
以
上
五
〇
人
未
満三
、
○
○
○

初
代
照
本
市
蔵
(滝

円、
五〇
人
以
上
八
〇
人
未
満
四、
〇
〇
〇
円
、
八
〇
人
以
上
五
、
〇
〇
〇
円
。

2
普
通
補
助
金
と
し
て
二
月
二
十
日
ま
で
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
納
付
率
と
な
っ
た

組
合
に
対
し
、
納
税
義
務
者
一人
に
つ
き
一
五〇
円、
納
付
書
枚
数
一枚
に
つき
一
〇
〇

初
代
吉
岡
重
信

二
代
森
井
正
之

中
空
知
地
区
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
長

川
)

二
代
上
村
徳
治
(新
十
津
川)

同
五
〇・

五
・
二
六
～
現
在
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退
任

滝
川
農
業
地
区
連
合
会
長

昭
三
三
・
五・

一～
昭
四
五・

三・三
一

同
四
五
・
四
・

一～
同
六
三
・
一二



二
二
区
の
一

花
月
町
三
区

大
町
一
八
の
一

第
一
五
区

第
一
四

区

第
一
三
区

栄
町
第
一
一
区

朝
日
町
第
九
区

西
町
第
九
区

栄
町
第
七
区
一〇

本
町
第
九
区

区

八
区

第 朝
日
町
第
一
区

前
川
岩
男

佐
木々
由
男

三
二

三〇 二
九 三元
六
四

二
八
一
八

二
二

三〇

組
合
員
数

一六
三
九

三九
・
二・
二九

三
七
・
一一・

一
三
九・

三・
二六

三
七
・
一一
・
一九

三
六
・
五・
二
五

三
五
・
六
・
一

四
一
・
六
・
六

四三
・
三・
一八

四
二
・
二
・
二
七

四〇
・
八・
二〇

三
六
・
九
・
二
五

二
八・

五・
一三

五
二
・
三
・
一二

三
九
・
九
・
一

二八
・
三
・
二

分
離三
九
・
三・
三
一

三
七
・
三・二

五
三
八・

三
・二
五

昭
二
八
・
三
・
一五

設
立
年
月
日

朝
日
町
第
七
区

朝
日
町
第
六
区

西
町
六
区

西
町
一
・三
区 日

朝
日
町
一
一
区

朝 一の
坂
共
栄
会

1 明
和

扇
町
三
区

本
町
小
売
市
場

共 篤

愛 誠

会場 会 会 区 場 商 会 央 一会 区 云

第
七
八
区
の
一 金

第
三
九
区

第
三
五

区

第
三
四
区

第
三
一
区

明
神
町
第
三
区

野 伊 河 杉 笹 橋 松 高 小 井 伊 大 山 岡 外 阿 米 泉 柴 目 菅 石 熊 田

口 藤 本 山 木 向橋
忠 雅 信 貞

藤 草 本 本 山 部 谷 野 田 黒 原 黒 谷 中

康 信 忠正 栄 茂 貞 幸 芳

1男 昭 秋 啓 雄 清 照 雄 男 實 浩 作 勇 雄 正一 一 夫

七八
八
三
三
七
二
八
三
九
三
〇
三
六
四
一

一七

四
六

一〇 二〇
三〇
・
二
・
二
五

三
九
・
七・
二
五

七三
四
六
・
一二
・
六

三
〇
・
一・
二七

六三
・
五・

五
八
・
四・

一

五〇
・
四・

一

四
八
・
三
・
二
三

五
二・

・
四
・二
二

三
六・

三・

一

三〇
・
一
一・
二
一

二
八
・
八・

三
三
八
・
二・

四
四
五
・
二
・
二
六

尾
昌
夫

一二
三

二八

二
六
五
六

六
一 七

一
五

五
七
七
二
五
一

1
11 三

三一
一

三
八
・
四
・
一

三
七
・
九・

11

第
四
章
納

藤 太 新 細 佐
道 川 藤

区

黒
井

土
井

高
波

宮
西

中
谷

ツ
ヤ

ツ

三
好

高
田
喜四
郎

組
合
長
氏
名昭 忠

五
耀 郎 巌 雄 雄 勝 隆 雄 寛 ヤ 薫

区

木
井
鉱
策

本
間

三
男

由
良
寅
三

塚
本
英
治

寒
河
江
貞
子

組
合

名
組本
町
第
二
区

市
街
地
区
連
合
会

納
税
組
合
一
覧
(平
成
二
年二
月
末
現
在)

第
二節

納
税
貯
蓄
組
合
名

税 田 田

三〇
二七 一九
三
三

三
四

四〇 二
八
一
五
三
二

会

の
坂

坂

佐藤
文
弥

正
五
郎

橋
倉
太
郎

野

巽

共 篤 緑 浴 銀 親 中 第 黄 第 第 第 第

緑 親
交

町
四

三
六
・
九
・
一三

二
六
・
九
・三
〇

三三
・
六
・
二
三

三二
・
五・
二〇

三
八
・
四
・
五

三
九
・
七
・
一五

三〇
・
一
一・
三〇

二
八
・
四
・
一四

三
三
・
九
・
二
五

本
町
第
七
区

第
七 六
区
第
一

四
区

第 本
町
第
三
区
利 敏 秀 恒 寅

当
初三
三・

227



通 通 通 西 西 西 西 西 西 西 西 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
り り 六 六 五 五 三 三
四 四 り
の の

七

の の の の の の

二 ー 三 八 七 六 五 四 三 二 八二111 1 一 四 二 1一 二 一一

二11 11 1

組

組
合

名 名

花 坂 水 田 中 嶋 竹 松 田 佐 佐 田 倉 阿 新 中 山 今 原

島 下 上 中 村 津 内 田 中 原 田 藤 村 島 賀 庄 村 村 井 田

郁 陸 猪 正 良

ツ

兼 義 松 彦 宏 泰

一
直

夫 勉 雄 実 二 一 勉 男 茂 ユ 功 嗣 輝 夫 進 三 曻 治 二 夫 昭 久

一〇 一
七
二〇 二三 三
六
三
四

三
四
三
九

二
九
・
三・
一五

滝八

川 川 川 川 川 東 西
裡

裡

空
知
太
中
部

空
知
太
東
部

鉄
橋

通
り

裡
四 二 東

二 四 三

吉
田
冨
士
夫

二
四

一
二

二
三

二
二

111 八 一
一

二
七 八

三
〇

四
七
二
五

二
一
二
一
三
八
二〇

四
一 八 一
二
二
七
三
一

二
四 一三 三
五

三
二
・
五
・
二〇

三
二・

五
・
一八

。
三
二
・
五
・三
〇

三
二
・
五
・
一三

三二
・
五・
一三
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政

計
四
四
組
合
一、
五
三三
名

三
三
・
七・
二
八

三
二
・
五
・二
二

三
七・

四・
一

二
七
・
四・
一四

三
二
・
五
・
二
一

二
八
・
四・
二
七

三二
・
五・
二
一

三
三
・
四
・
一

二
九
・
三
・
三〇

三
二
・
五
・二
〇

設
立
年
月

日

通
り

七
通
り
五
の
六

渋 中 荘 出 石 内 大 馬 大 法 嶋 岡 浅 桝 伊 谷 宮 野 古 寄 武
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